
◎議 長（菅 野 修 一 議員）

皆さん、おはようございます。

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。

本日の会議は、議事日程第５号によって進めます。

日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 青野隆一議員、３番 鈴木由美子議員、

４番 土屋範晃議員、５番 鈴木清議員、７番 菅藤

昌己議員、８番 畑中和恵議員、13番 星川薫議員、

以上の７名であります。

発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、簡潔明瞭にお答えいただきます

ようご協力お願いいたします。

まず、３番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴

木由美子議員。

〔３番 鈴木由美子 議員 登壇〕

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

おはようございます。通告にしたがい、一般質問を

いたします。

はじめに、企業振興についてです。町の維持、発展

に産業振興は欠かせません。本市のあらゆる分野の労

働人口を確保し、賑わいを創出するためには、具体的

政策が必要と思い、３月定例会に引き続き、本市企業

の現状認識と、今後の企業振興政策について伺いたい

と思います。

８月７日に、山形県市議会議長会主催の議員研修会

において、揺れ動く国際情勢と、日本経済の展望と題

したご講演を拝聴いたしました。産業界では、2025年

上期も終盤を終え、トランプ関税による影響が懸念さ

れる中、本市企業の現状はどうなっているのか、気に

なるところです。ご講演では、それでも日本企業の実

力は、着実に回復しつつあるとのお話もありましたの

で、悲観ばかりしてはいけないと思った次第です。

また、今年の賃上げは、全国平均で5.25％、労働組

合員300人以下の中小企業は、4.65％となったようで

す。連合山形がまとめた本県の妥結状況は、３月末で

4.46％、額にして１万3,228円になったと報道されて

おりますが、中小零細企業が多い本県では、いまだに

最低賃金の合意が得られない厳しい状況にあると受け

止めております。

一方、帝国データバンク７月度の山形県景気動向指

数ＤＩを見ると、全産業ベースで39.9で、全国34位と、

長らく40以下で低迷していた５月以前からは、多少上

向いている傾向にあるようです。しかし、雇用情勢を

見ると、６月のハローワーク村山管内の正社員有効求

人倍率は1.0を割り、７月速報値では、有効求人倍率

1.24、正社員有効求人倍率1.04と、まだまだ不安定な

雇用環境が続いているものと見ております。そこで、

本市の現状と課題、取り組み状況についてお尋ねいた

します。

本市企業の景気の現状をどのように把握しています

か。2025年１月以降、各企業の設備投資の状況や、雇

用の増減はどのようですか。企業訪問を重ねている中

で、どのような課題が多いのか、具体的に何が課題と

捉えていらっしゃいますか。

先の定例会で、お答えにありました。それぞれの企

業に対する伴走支援として、どのようなことをされて

いるのでしょうか。また、来年度予算に反映させるべ

く重点課題は何でしょうか。

先の定例会において、本市企業が直面する課題とし

て、特に20代から30代の若い働き手が不足していると、

ご答弁いただきました。その際、ユースエール、くる

みん、えるぼしなど、国の認定制度を企業に導入する

ような働きかけを提案しておりますが、その後の取り

組み状況はいかがでしょうか。

令和７年６月30日付、山形県みらい企画創造部で公

表した市町村内総生産と経済成長率について、尾花沢

市の状況をどのように分析し、今後の方針や戦略につ

いて、どう話し合われているか、ご所見をお伺いいた

します。

訪日客が過去最高となり、幅広い経済効果がまだま

だ期待されているようです。訪日外国人の都道府県別

訪問率は、東北が最下位で、全体の約２％、山形県は、

そのうちの約0.5％とのことですが、日本を訪れるリ

ピーターの割合は、訪日客の約３分の２を占め、まだ

まだ知られていない未知の奥の東北は、訪れたい場所

になるかもしれません。本市の強みである銀山温泉や

夏スイカ、雪降り和牛、その他食文化や歴史をどう生

かしていくのでしょうか。尾花沢市をもっとＰＲして

いくための具体策はどのようでしょうか。ご所見をお

伺いいたします。

次に、LaLaネットふれあい推進事業についてです。

平成18年１月18日にふれあい交流ネットワーク、結婚

促進協議会が設立され、同年６月16日に、現在の名称

に変更され現在に至ります。まちづくりの根幹を担う

事業と認識しておりますが、改めて、この事業の趣旨

と、今後の展望についての方針、ご所見をお伺いいた

します。
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以上になりますが、再質問は自席にて行いますので、

よろしくお願いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

皆さん、おはようございます。鈴木議員からは、大

きく２つのご質問をいただきました。なお、２つ目の

LaLaネットふれあい事業につきましては、教育委員会

より答弁をいただきます。

私からは企業振興についてお答えを申し上げます。

本市の企業振興策につきましては、第７次総合振興

計画における「商工業・観光業の振興」の分野での主

要な施策として、企業同士の連携、中小企業の経営支

援を目標に掲げ、商工会や企業懇談会などと連携した

戦略的経営の推進や企業活動の活性化、人材育成の支

援などを実施していくこととしており、各種事業の推

進に努めております。

１つ目の、本市企業の景気、いわゆる経済活動の状

況につきましては、企業訪問における聞き取りやアン

ケート調査、または、企業懇談会や福栄会等の各種団

体との意見交換を通じて把握に努めております。

直近では、一部の企業で業況の改善がみられるもの

の、多くの業種で仕入価格やエネルギー価格の高騰に

よる、業績にマイナスの影響がみられるほか、製造業

におきましては、米国に端を発した関税リスクによる

影響がみられるなど、社会情勢の変化による影響に対

して、当面注視していく必要があると捉えております。

初めに、議員からは2025年１月以降の設備投資や雇

用状況についてのお尋ねでありますが、日本銀行山形

事務所の６月短観によりますと、県内の令和７年にお

ける設備投資額は、全産業で前年度比26.4％減の計画

となっており、大幅な減少が見込まれております。な

お、帝国データバンクの調査によりますと、企業が投

資を予定しない理由としては、関税政策などによる

「先行きの見通しが不透明であること」が大きな要因

となっているようであります。一方で、市内企業の状

況をみますと、製造業におきましては、生産工場の建

設や工作機械、機械装置の導入など、大規模な投資を

計画する企業も複数見られるなど、一定の投資が進め

られている状況にあるようです。

また、山形労働局の６月労働市場月報によりますと、

ハローワーク村山管内の有効求人倍率は1.24倍で、前

年同月比で0.27ポイントの上昇となっており、正社員

に係る有効求人倍率も0.97倍で前年同月比0.20ポイン

トの上昇と、雇用情勢については改善の動きがみられ

ております。一方で、令和７年７月に実施いたしまし

た市内企業アンケート調査によりますと、約９割の企

業において人材不足が課題となっておりました。

本市の第７次総合振興計画におきましては、「働き

手の確保」を重要な柱の１つと位置づけ、市内産業の

情報提供やマッチングの拡充に取り組んでおります。

今年度は企業懇談会と連携し「人材確保・離職防止の

ための企業戦略」をテーマに採用方法や職場環境の改

善について研修会を実施いたしました。さらに新たな

取り組みとして、北村山雇用対策協議会及びハローワ

ークと連携した定期的な出張面談会を開催するなど、

求人企業と求職者のマッチング促進に努めております。

今後も、関係機関との連携を一層強化し、企業が安

定して事業を継続できる環境づくりに取り組んでまい

ります。

次に、企業訪問によって把握している課題と、課題

を解決するための伴走支援についてでありますが、企

業訪問を通じて最も多く寄せられている課題は、労働

力の確保であります。

人口減少が進む中、特に製造業、建設業、サービス

業において若い世代の人材が不足しており、日本人だ

けでは将来的に企業活動の維持が難しいのではないか

と懸念する声も伺っております。

そのため、近年において外国人労働者の採用が増え

ていることを捉え、言語面の支援を図ることにより職

場定着と地域生活への円滑な適応を目指した取り組み

といたしまして、今年度から外国人労働者を対象とし

た日本語教室を開校しました。これまで、合計で10回

の開催をさせていただき５つの事業所から11名の参加

をいただいております。

また、外国人を含めた人材採用に際して、エージェ

ントの活用や採用ルートの選定などについて、これま

での実績を踏まえた具体的な助言を行っております。

さらに、採用後に生じる課題についての詳細をお伺い

し、関係機関と連携した支援を実施しております。今

後も、市内企業の声をしっかりとお聞きし、労働力確

保をはじめとする経営課題の解決に向け、伴走型の支

援を通じて、事業継続が可能となる環境づくりに努め

てまいります。

次に、若い働き手の不足への対応とユースエール、

くるみん、えるぼしといった国の認定制度の取得促進

についてでありますが、本市企業が直面する課題とし

て、20代から30代の若い人材の不足は依然として深刻

であり、今後の地域産業の持続に大きな影響を及ぼす
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ものと認識しております。

ご提案いただきましたユースエール、くるみん、え

るぼしなどの国の認定制度は、若者や女性の活躍推進、

そして働きやすい職場環境づくりを進めるうえで有効

な仕組みであります。しかしながら、本市におきまし

ては、現在「くるみん」の認定を受けておられる企業

は１社にとどまっております。これは、制度の認知度

が十分でないことや、取得のための要件が中小企業に

とりましては負担になりやすいことが、その背景にあ

ると考えております。

一方で、山形県が推進する「やまがたスマイル企

業」につきましては、市内で８社が認定を受けており

ます。この制度は、労働環境の改善やワーク・ライ

フ・バランスの推進、仕事と子育ての両立支援、多様

な人材の活躍促進など、従業員が働きやすい職場環境

づくりに積極的に取り組む企業を県が認定するもので

あります。こうした制度に挑戦される企業が着実に増

えていることは、本市としても大変心強く、前向きな

動きであると受け止めております。これからも企業訪

問や関係団体との意見交換を通じて、市内企業の取り

組み状況や課題を丁寧に把握し、国や県の認定制度の

取得もサポートしながら、働きやすい職場環境づくり

に取り組む企業を積極的に後押ししてまいります。ま

た、若い世代や女性をはじめ多様な人材が働きやすく、

安心してキャリアを築ける環境を整えることで、人材

の確保と定着を図り、市内企業の持続的な成長につな

げてまいります。

続きまして、２つ目の山形県が令和７年６月30日付

で公表した、市町村内総生産と経済成長率について、

尾花沢市の状況をどのように分析して、今後の方針や

戦略についてどう考えているのかとのご質問にお答え

を申し上げます。

山形県が公表している市町村民経済計算書は、各市

町村の１年間の経済活動をまとめたものであり、経済

規模や産業構造、所得水準等を明らかにして、地域経

済の分析に資するものとなっております。その中の重

要な指標として「市町村内総生産」がございます。こ

の指標は、１年間の市町村内での経済活動により生み

出された付加価値を表しているものであります。

尾花沢市の市町村内総生産は、令和４年度時点で

496億円、経済成長率はマイナス1.3％と、村山地域の

マイナス1.4％を若干上回る水準にあり、全体として

は横ばいから低調傾向にあると分析しております。対

前年度増加率を産業別にみますと、宿泊・飲食サービ

ス業や小売業などは増加いたしましたが、製造業や建

設業などが減少したことから、マイナス成長となった

ところであります。ただし、この数値は令和４年度の

データに基づくものであり、近年の物価高や国際情勢

の変化などは十分に反映されていないため、現状とは

乖離があることを踏まえたうえでの評価が必要であり

ます。一方、現在の市内の景況につきましては、市内

事業者を対象に実施いたしました、令和７年上半期の

景況調査によれば、「増収増益」と回答された企業が

23.9％、「増収減益」が10.9％、「減収減益」が

23.9％、「横ばい」が41.3％という結果であり、多く

の業種で原材料費の高騰や人件費の増加等が業績を圧

迫している状況にあります。また、関税リスクにつき

ましても約半数の企業が影響を懸念されており、外部

環境への不安が高まっていることがうかがえるところ

であります。

こうした状況を踏まえて、引き続き経済動向を注視

しながら、市内企業の課題とニーズを洗い出し、戦略

的な取り組みを進めてまいります。

３つ目の、訪日外国人観光客についてお答えを申し

上げます。

日本政府観光局の発表によりますと、2024年の年間

訪日外客数は3,600万人を突破し過去最高を記録して

おり、先月８月20日に発表されました2025年７月期の

訪日外客数は340万人を超え、７月としては昨年の約

330万人を大きく上回り、同月での過去最高を更新す

るなど、今後も拡大していくことが見込まれておりま

す。また、日本政府観光局の調査によると、台湾、韓

国、東南アジアからの旅行者の約９割、欧米豪でも５

割程度で地方訪問の意向があるようです。こうした流

れを好機と捉え、何度でも訪れたくなるような持続可

能な観光地域づくりを進めていくための指針として、

昨年度本市では「第１次尾花沢市持続可能な観光計

画」を策定いたしました。本計画では、「来てもら

う」「楽しんでもらう」「また来てまた楽しんでもら

う」の３つをコンセプトに、５つの基本戦略を掲げて

官民協働で取り組んでいくこととしております。

その中で、基本戦略の１つ目には「戦略的なプロモ

ーション」を掲げております。ＳＮＳの普及により情

報発信の手法は多様化していることから、それぞれの

特長を捉えつつ、情報発信の目的やターゲットに応じ

た手法を用いることが重要であると考えております。

その上で、観光に関する各種データを活用しながら、

合理的根拠に基づいた尾花沢らしさの発信に努めてま

いります。

また、基本戦略の２つ目は「惹きつけられるコンテ
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ンツの磨き上げ」であります。民間旅行関連事業者の

調査によりますと、以前は買い物を目的とする旅行者

が多かったものの、近年は日本ならではの体験を求め

る傾向が強まっていること、欧米の旅行者は地域との

ふれあいを求める傾向が強いことが分かっております。

本市には、尾花沢すいかや雪降り和牛、尾花沢そばな

どの「食」、銀山温泉や松尾芭蕉に代表される「歴史

や文化、景観」、徳良湖や御所山などの「自然、体

験」、尾花沢の「温かな人」など、多種多様な強みが

あります。こうした強みを磨き上げ、尾花沢ならでは

の体験型観光コンテンツの充実を図ることはもちろん

のこと、テーマ性やストーリー性の観点から行政区に

とらわれない広域的な連携も図りながら、観光客のニ

ーズに寄り添ったコンテンツの高付加価値化を目指し

てまいります。

こうした取り組みは、行政だけでできるものではあ

りません。観光に携わられる関係者の皆様と知恵を出

し合い、試行錯誤を繰り返しながら、引き続き持続可

能な観光地域づくりを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

私からは、尾花沢市結婚促進協議会「LaLaネット」

についてのご質問にお答えいたします。

「LaLaネット」は、平成18年１月に「ふれあい交流

ネットワーク結婚促進協議会」として設立され、同年

６月に尾花沢市結婚促進協議会「LaLaネット」に移行

しております。

設立の目的は、独身の男女が安心して交流できる場

を創出し、また交流を通して、結婚を真剣に望む方々

の、人生のパートナー探しをお手伝いすることであり、

未婚化や晩婚化に歯止めをかけるための取り組みを進

めてまいりました。

設立以来、協議会会員であるマッチングサポーター

の皆様には、結婚を希望する登録者の声に耳を傾け、

相談に応じながら、お見合いや結婚イベントを精力的

に実施していただいております。

一方で、近年の結婚を取り巻く環境は大きく変化し

ております。特に、マッチングアプリなど、インター

ネットを活用した結婚が主流となってきており、山形

県においても、マッチングアプリシステム「Aiナビや

まがた」を活用した婚活支援を推進しております。

本市においても、対象世代の人口減少や、結婚観の

多様化などにより、市町村単位のイベントでは、参加

者を集めることが難しくなっており、こうした状況を

踏まえると「LaLaネット」の今後の活動は、マッチン

グアプリのような新しい仕組みとの連携や、広域的な

取り組みの検討が必要であると考えております。

広域的な取り組みの一例を申し上げますと、「むら

やま広域婚活事業実行委員会」が民間企業とタイアッ

プして、５市７町での結婚イベントを積極的に開催し

ておりますので、今後は、このような広域事業の活用

を積極的に進めてまいりたいと考えております。

また、市としましては、そのようなイベントの参加

者に向けて、魅力アップやコミュニケーションスキル

の向上に繋がるようなセミナーを事前に開催して後押

しするなどの伴走支援を検討してまいります。

そうは言いながらも、結婚を望む全ての方がアプリ

に移行するわけではございません。これまで培ってき

た仲人としての経験を活かし、登録者とそのご家族と

直接向き合い、一人ひとりのご縁を結びつける取り組

みも、引き続き重要でありますので、協議会会員の皆

様には、ご苦労をお掛けしますが、今後もご協力を賜

りながら、活動を継続していきたいと考えております。

以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

では再質問させていただきます。本市では、７月に、

企業訪問における聞き取りやアンケート調査を行って

いるというご答弁いただきました。山形県のほうでも、

８月にですね、山形県産業労働部より、米国の関税政

策に関するアンケート調査結果が発表されているよう

です。そちらの回答で最も多かった３つ申し上げます

と、設備投資への支援、あとは情報提供、関税の動向

や各種の支援策などの情報提供が欲しい。３つ目は、

販売開拓の支援が欲しいという３つであったようです。

本市のアンケート調査では、どのようでしたでしょう

か。

また、ご答弁では、人材確保が課題となっていて、

やはり若手の不足があるということでありますけれど

も、その中身ですけども、生産要員の不足なのか、そ

れとも技術とか、管理系の正社員になり得る人材不足

なのか、どのように捉えていらっしゃいますでしょう

か。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

７月に、上半期の市内の企業動向について調査を行
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っておりまして、その中で、関税リスクの問題につい

ても、お聞き取りのほうを行っております。本市の企

業の状況と感じている必要な支援といたしましては、

補助金、あとは支援制度の紹介をしていただきたいと

いう企業の回答が約50％ということで、半数の企業さ

んがそういった意向でございました。

また、代替市場、あと販路開拓の支援というような

ところで、支援策を必要としているというところ、約

40％ということで、おおむねこの２つが必要な支援と

いうようなことで、企業のほうから回答があったとこ

ろでございます。

また、人材の不足についてでありますけれども、い

ろいろ企業対策専門員のほうも、各企業を訪問しなが

ら、いろいろ聞き取りのほうも、状況などを聞き取り

のほうを行っております。その中では、やはり労働力

となる人員の不足というようなところが大きいという

ような状況でございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

この若手の人材不足に関しまして、中身どういった

方が不足しているのかという調査も必要ではないかと

思います。ただ単に、労働不足だけではなくって、ど

ういった方を企業は求めているのかということを聞き

取り必要ではないかと思います。本市は、県もうらや

む特徴があるメーカー直結型のものづくり優良企業が

競争する地域であると、私は認識しております。また、

農業、畜産業においても、地域の特性を生かした素晴

らしい経営をされている地域だと、私は自負しており

ます。そこで、人材不足についての解消へのご提案が

ございます。

先の定例会におきまして、他の議員から、地域おこ

し協力隊の活動業務、内容要件の緩和の提案に対しま

して、活動内容を指定しない企画提案型、フリーミッ

ションでの募集を追加し、広く募集していくとのお答

えがありました。現在も、そういった形で募集されて

いるようです。私は、今後の地域産業活性化の戦略的

支援策として、目的を明確にした企業研修支援型地域

おこし協力隊や、企業雇用型地域おこし協力隊という

のを募集して、よそ者目線で尾花沢の企業を知って、

地域を知り、地域コミュニティーの活性化に関わるこ

とで、若者の移住定住にもつながるものと考えており

ます。その先進事例といたしましては、岡山県の西粟

倉村、福島県の飯舘村がございます。さらに、山形県

酒田市は、若い女性の都市部への流出という深刻な人

口減少に対応するために、2017年から日本一女性が働

きやすい町の実現を宣言しております。地域・市民・

企業と一体となり取り組んだ結果、サステナグロース

カンパニーアワード2025において、パブリックサービ

ス賞を、今年度受賞され、自治体として初めて受賞さ

れました。まずは、こういった先進地から学ぶことか

ら始めていかれたらいかがかなと思います。それを導

入に向けて、具体的に動けるように、来年度に、その

研修予算として反映をいただくようにご提案いたしま

すが、いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

企業のいろんな人材の確保に向けて、協力隊の活用

なども検討してはどうかというようなご質問でござい

ますけれども、全国的にも、今議員のほうからもあっ

たとおり、協力隊の活動として、企業において活動を

行っているような自治体の取り組みも見られるようで

あります。内容を見てみますと、やはりあの地域課題

を解決するための取り組みであったり、企業における

新たな取り組みに対して関わる活動というようなこと

があるようです。地域課題の解決や、新たな産業の創

出といった点で、視点で活動が行われているようでご

ざいます。協力隊につきましては、国のほうでも、協

力隊の活動について、単なる労働力の不足を補うよう

な活動ではなく、地域住民と連携をして地域課題の解

決に資するようなもの、またこういう規制を有する活

動であることっていうのが定義されておりますので、

こうした点を踏まえながら、活用については考えてい

く必要があるというふうに捉えております。また、そ

ういった協力隊の活動について学ぶ研修についても、

担当課のほうとも話し合いをしながら、必要だという

ような判断になれば、そういった研修も検討していき

たいというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

ぜひ、学ぶことから始めるのが大切ではないかと思

います。まず現地に赴いて、実際どのような活動をさ

れているのか、実際のお話を聞いてこられるのが一番

でないかと思います。百聞は一見にしかずですけれど

も、そういった面で、予算をぜひ取っていただいて、

まずは現地に赴いていただきたいと思いますが、市長

または副市長どのようにお考えでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

話はちょっと前後するかもしれませんが、いわゆる

現在のこのいわゆるインターネットが発達している中

で、現地に行かないと情報収集できないものがどれだ

けあるのかということがあろうかと思います。ぜひで

すね、今鈴木議員のほうからお話のあったようなこと

が、どういう形で使われておられるのか、鈴木議員が

よくご存知のようなんで、ぜひですね教えていただき

ながら、またネットで情報収集できるのであれば、

我々も十分情報を収集させていただきたいというふう

に思います。

今、地域おこし協力隊のお話になったようでありま

すが、先ほど、具体的に専門性のある分野で募集をと、

従来我々がやっているのは、まさにそういう形で、地

域おこし協力隊の方々においでいただいているという

ことであります。

一方で今、フリーミッションというようなことで、

いわゆる専門性のある分野で、なかなか応募の方がお

られないというようなことで、少し広く募集をさせて

いただいた。その中で、応募いただいた方々のそれぞ

れ持っておられる経験、実績を踏まえて、その中で

我々のお手伝いをしていただける方を選考していこう

という思いで、今やっているところであります。いず

れにせよ、地域おこし協力隊を我々は採用することが

目的ではなくて、いかに市民サービス、市民の方々に

今やっている事業を手助けしてもらえる方が必要であ

るかどうか、その部分で我々は今実施しているわけで

あって、今我々が募集している内容が、今必要として

いる内容であるというふうにご理解いただければとい

うふうに思います。したがって、今後また必要な事業

が出てくれば、そしてまた地域おこし協力隊の方々の

力をお借りしないとできないというようなことであれ

ば、また募集をさせていただくという、従来の進め方

で特に問題はないのかなというふうに思っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

仰るように、まさに地域おこし協力隊員の方は、地

域に手助けできる方、何かアイデアを出せる方、公共

の福祉に何か貢献できる方ということで、私も認識し

ておりますので、ぜひそれを、企業のほうに還元でき

るようにしていただけたらなと思っております。必ず

しも現地に行かなくても、今インターネットがあると

いうお話でありますけれども、例えば、行って交流を

深めるというのも、私は効果があるのではないかなと

思っているところです。特に、遠方であれば、インタ

ーネットでできることであれば、すぐにでもやってい

ただきたいんですけれども、例えば、酒田市の場合な

んかは、同じ県内ですので、ぜひ足を運んでいただい

ても良いのではないかなと思っております。よろしく

お願いいたします。

次に、訪日客についてですけれども、山形連携中枢

都市圏の連携事業の令和６年度の実施結果について、

先日ご報告ありましたインバウンドの誘客に向けた観

光コンテンツの商品の販売促進についてもありまして、

山形めぐり観光デジタルマップに、観光スポットを２

倍に増やしたということで、具体的にどのぐらいの人

数が増えたんでしょうか。訪日客の国別はどうだった

のかというのも、お答えいただけませんでしたけれど

も、実際、尾花沢市にはどういった影響があったんで

しょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

本市の訪日客の受け入れ、外国人旅行者の受け入れ

の実績でございますけれども、昨年度につきましては、

全体で約２万人の訪日外国人の受け入れ実績となって

おります。前年度と比較いたしまして、若干、人数的

には減少した状況ではございますが、ほぼ同人数とい

うような状況でございます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

別の質問になりますけれども、日本政府観光局の資

料で、2025年の１月から６月の訪日外国人の国・地域

別内訳は、韓国、中国、台湾、アメリカ、米国の人数

が多いようなんですけれども。人数の伸び率の大きか

ったメキシコ、中東地域などの国や地域も増えている

そうです。このような動向に対しまして、本市は、今

度どのような対応を考えていかれますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

本市の外国人旅行者の、受け入れの実績の状況を見

ますと、やはり台湾、香港、中国で、ほぼ７割近い方

の国籍としては、そういった状況になっております。

また、その他、アメリカ、オーストラリア、タイと

ございますけれども、そういった方々については、今

いろいろな形で、パンフレットについても、いろんな
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言語で、今パンフレットも作成しておりまして、対応

している状況です。今後、どういった観光施策のほう

を進めていくかについては、現在、いろいろと関係機

関のほうとも協議を進めながら、新たな観光施策に向

けて持続可能な観光地域づくりに向けて、今、取り組

みを進めているところです。その中で、いろいろと意

見をいただきながら、検討させていただきたいという

ふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

やはり日々、世界的な動向も変わってきているよう

ですので、情報は素早くキャッチしていただけたらな

と思っております。また、尾花沢市に関しましては、

今までどうしても中国や台湾の方、韓国の方が多かっ

たということで、どちらかといいますと、パンフレッ

ト関係はそちらの国の方の分は常備してあるんですけ

れども、英語のパンフレットが切れていたりするとき

がありますので、ぜひその辺は、世界共通語というの

は、切らさないようにお願いできたらなと思っており

ます。訪日外国人の旅行消費額というのは、2024年は、

日本全体で８兆円を超えたそうです。日本の主な輸出

品の自動車に、自動車の次になるもので、半導体等の

電子部品の金額を上回ったとのことです。その中で、

東北地方、山形県、そして尾花沢市は、まだまだ訪日

外国人が訪れる機会が少ないため、伸びしろが大きい

というチャンスが秘めているのだと思っております。

ぜひ、食や体験型の企画を進めて、経済活性化につな

げてほしいと思います。

次に、Lalaネットふれあい推進事業についての再質

問でありますが、ご答弁では、マッチングアプリや広

域的な取り組みを今後検討されていくというお話あり

ましたけれども、私は、その段階で、そのマッチング

アプリとか、広域的な取り組みに参加していただく、

その前、前段階というのも必要なんじゃないかなと思

っております。尾花沢市で、若い方が集まるようなイ

ベントっていうのも必要ではないかと思っております。

今回の前段の企業振興においての質問の中で、若者の

働き手不足と連動しまして、特に女性の都会への人口

流出が大きな課題になっていると思っております。こ

ういった状況で、いかに女性に興味関心が湧く事業や、

施策を考えていくかというのも必要だと私は思ってお

りますが、いかがお考えでしょうか。先の定例会では、

若い世代が集まる企画として、同じ趣味を持つ方の推

し活イベントなどへの後押しを考えていく、婚活事業

とコラボレーションできないか検討していくというご

答弁ございましたけれども、その後、どのように、こ

のご答弁に対しては、検討されているんでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

先だって、６月議会におきます、髙橋議員に回答し

ました若者のですね、推し活等のイベントへの後押し

等ができるものをということで、検討させていただく

ということで、私どものほうではお答えさせていただ

いたところでございます。これにつきましては、今現

在、その内容につきまして、他市町のですね、情報の

ほうを収集しているところでございます。具体的なも

のがまとまればですね、来年度の予算等にですね、そ

の内容のほうを盛り込んだ形で、またその内容につき

ましては、要綱等としたルールのほうもですね、固め

させていただいてですね、また内部のほうで検討させ

ていただき、具現化していきたいと考えているところ

でございます。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

来年はそういった事業をされる予定なんでしょうか。

ぜひ、早い段階で決めないとですね、もう来年度の予

算はもうそろそろ皆さん挙げられるんじゃないかなと

思っております。ぜひ、実現するようにお願いしたい

ところです。同じような質問になりますけれども、ど

うしてもその企業さんにおきましても、この市内全般

におきましても、若い女性の方が少ない現状です。こ

のふれあい推進事業に関しても、女性の登録者が極端

に少ない状況であります。そういった現状を少しでも

解消していくために、なんか楽しいことを、特に女の

人が喜ぶような事業を尾花沢市で開催していただきた

いなと思っているところですが、副市長は、そういっ

たところに関して、どのようなお考えをお持ちでしょ

うか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

副市長。

◎副市長（横 沢 康 子 君）

ただいま、あの女性、特に若い女性の方々に向け

て、婚活につながるような事業の展開を尾花沢市でど

のように考えるかというようなご質問かと思います。

これまでも、社会教育課のほうのLaLaネットの事業な

どを通して、若い方々の出会いの場の創出等取り組ん

でおりますけれども、やはりなかなかその成果・効果
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が見られないっていうことについては、やっぱり若い

人たちの価値観が変わってきていることが、やっぱり

要因にあると思っておりまして、若い人たちが求めて

いるようなもの、そこにアプローチできるような、や

っぱり事業の展開ですとかを、やっぱり新たな視点で

考えていく必要があるのかなというふうに思っており

ます。例えば、オンラインを活用した婚活もそうです

し、趣味をターゲットにした、それをテーマにした機

会。あとは時間もそんなに長く使うことのない、もっ

と気軽に参加できるような取り組み、そして、さらに

女性の方といった場合は、やっぱりあの女性の人が関

心を持つような、興味を持てるような、仕事もそうで

すけれども、趣味そういったところをターゲットに、

今一度、若い人目線での事業展開、アプローチを、や

っぱり打っていく必要があると思っております。協議

会のほうの事業につきましても、そうなんですけれど

も、やっぱり広域的に範囲を広げることで、そういっ

た機会、場面は増えると思いますので、もう一度です

ね、そういったターゲットを誰に、どういったところ

を目指して事業展開していくか、当局の方でも考えて、

事業を展開していければなと思っているところでござ

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

やはり、私たち年代では、また違う考え方に、若い

方になっていらっしゃっているというのは、十分存じ

上げております。それを早くキャッチするのも、行政

の役割ではないかなと思っておりますので、ぜひ来年

度は、何か事業をやっていただきたいという思いでお

ります。そのためには、インターネットのオンライン

の仕組みにしても、さまざまなそういった事業をする

には、結局、人を動かすわけです。人を動かすという

ことは、今の予算では全く足りないのではないかなと

思っております。その辺をどのように大幅に予算を投

じていただけるのか、具体的な策を早く考えていただ

かないと、その規模も分からないわけなんですけれど

も、今のままでは、活動がまず制限されております。

ですので、なかなか、どういうふうにしたらいいのか

ということで、このふれあい推進事業に関わっている

会員の方々、悩まれているところですが、そういった

会員の方のお話もぜひ聞いていただく機会も設けてい

ただきたいなと思っております。どのようにこの事業

を、もう少し反映させていくのかというのを、具体的

にお聞きしたいところです。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

前回の議会でも、多分関連したようなお話をさせ

ていただいたように記憶があるんですが、なかなか、

その結婚ということに対する、まさに議員が仰ったよ

うにですね、そこに向かう我々の世代と、今の若い

方々の考え方っていうのは、全くやっぱり異なってい

るということが、どうしてもネックになっていて、一

方で、我々がこうやってその婚活とか結婚とか、いわ

ゆる、男性と女性が巡り合うとか、そういうことに、

どんどんどんどんこう深みにこう入っていけば行くほ

ど、皆さん方がこう離れていくっていうか、なんか

我々からすると、どうもそんなふうに思えてしょうが

ないという部分も実はありまして、できればこれから

の我々が考えていくことっていうのは、自然にこう会

えるような男性と女性が会えるようなことを、やっぱ

り考えていかなければいけないだろうというふうに思

います。したがって、たくさんの予算をかけて、何か

こうみたいなことではなくてですね、自然に何かと何

かがうまく合体していくような、男性と女性、もちろ

ん今回のそのはたちを祝う会もしかりなんですが、１

つの男性と女性がお会いできるような、みんなが自然

にこう集まれるような場っていうのが、何かないんだ

ろうかというところに、少しこう路線を考えながら、

変更しながら進めていかないと、なかなか進んでいか

ないというふうに私は思います。一方で、やはり基本

的な部分は、女性、結婚される適齢期の女性がやっぱ

り少ない。皆さん、やっぱり都会のほうに行かれてし

まう、そのための対策っていうのも、我々は今やって

いまして、やはりここに残って仕事をしていただくた

めの企業さん、たくさん素晴らしい企業さんがあって、

そして皆さん、素晴らしいものづくり、素晴らしい事

業を進めているというのを、若い世代のうちから知っ

ていただくというようなことを今やってますんで、や

はりそちらの両面で進めていかないと、根本的な解決

にはなっていかないんだろうというふうに思います。

まもなく来月には、まるだし祭り、またその中で、職

業体験なども今度実施されると思いますので、これは、

まさに皆さん、父兄の方々からも非常に好評でありま

すんで、そういう機会を捉えてですね、ものづくりと

か、さまざまな事業、素晴らしい事業をやっておられ

る企業さんがたくさんあるということを、若い世代の

方々によくよく知っていただくということに、もっと

もっと力をかけていきたいというふうに思っておりま
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す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

鈴木由美子議員。

◎３番（鈴 木 由美子 議員）

ぜひ、必ずしも今、人生の中で結婚を選択する時代

ではなくなってきているっていうのは事実なんですけ

れども、まずは若い方が楽しく集えるような環境づく

りっていうのが、そのきっかけ作りというのが必要で

はないかなと思っております。今、市長のご答弁にあ

りました、本市でも、まるだし祭りや職業体験、大変

頑張っておられるわけなんですけれども、それとはま

た違うと私は思っておりますので、ぜひ、尾花沢市が

楽しいところだよというのを、少しでもアピールでき

るようなものを、イベントなりを、それこそ推し活、

どういうことをするのかっていうのを、早く私たちに

教えていただきたいところです。以上で、私の一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。

次に13番 星川薫議員の発言を許します。星川薫議

員。

〔13番 星川薫 議員 登壇〕

◎13番（星 川 薫 議員）

先の通告にしたがい、９月定例会、一般質問をさせ

ていただきます。私からは、大きく２項目についてお

伺いいたします。

１項目目は、流雪溝の水量を管理システム化するこ

とについてであります。令和７年度は、第７次尾花沢

市総合振興計画の前期基本計画の最終年度であります。

基本構想において、雪対策については、デジタル技術

の活用も研究しながら、道路除雪や流雪溝など、克雪

対策の充実を図りますとあります。本市では、除雪情

報提供システムを活用し、除雪車等の位置情報や、稼

働時間などを管理しているところでありますが、流雪

溝の水量については、土地改良区職員や監視員による

手作業でのアナログの管理下であります。流雪溝のど

の路線に、どれだけの水量が入っているのかは、目視

確認による管理であり、市民からは、水が来ない、流

量が少ないなどの苦情が絶えない状況であります。そ

こで、路線の流量が一目で分かるよう、デジタル計測

を行い、システム管理化を図ることを推奨いたします

が、当局のご所見をお伺いいたします。

２項目目は、地域おこし協力隊による事業継承につ

いてであります。本市の飲食店も、ここ数年で、一気

に店舗数が減っておりますが、生花店やカフェは増え

ている状況でもあります。しかしながら、跡継ぎがい

ない店舗においては、諦めざるを得ない状況であり、

後継者不足が深刻であります。そこで、商工観光課に

おいて、実態把握調査を行い、事業者の意向を踏まえ、

それに合致した地域おこし協力隊、事業継承分野を募

集してはいかがと考えますが、当局のご所見をお伺い

いたします。

以上、質問席からの質問とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

星川議員からは、大きく２つのご質問をいただきま

した。順次お答えを申し上げます。

まず、流雪溝の水量管理をデジタル化してはどうか

とのご質問でありますが、現在の本町地区における水

量管理につきましては、市と村山北部土地改良区及び

各地区の流雪溝監視員の皆様が連携を図りながら、適

正な流雪溝管理に努めているところであります。

水量管理の現状でありますが、市内の流雪溝の分水

ポイント約20箇所に設置されております目盛りで水量

を目視にて確認し、それぞれのポイントにて適正な水

量が確保されているかを監視しながら、万が一水量に

異常がある場合には、その原因となる箇所を特定、そ

して解消することで、安定した流雪溝の管理運営を行

っているところであります。

また、第７次総合振興計画におきましては、「デジ

タル技術の活用も研究しながら、道路除雪や流雪溝な

どの克雪対策の充実を図る」としており、現在ＧＰＳ

を利用した除雪車両の管理を行っております。一方、

前期基本計画におきましては、「流雪溝整備全体計画

に基づき、消流雪用水や水利権の確保に努める」とあ

るとおり、まずは安定的な水量の確保に努めるものと

しております。

議員ご提案の、流量のデジタル計測についてであり

ますが、取得した情報をシステム管理することで、一

目で流雪溝全線の水量を把握することが可能となるの

であれば、限られた水利の効率的な配分や、水上り等

への迅速な対応が可能になるものと考えられます。し

かしながら、当市の流雪溝は延長も長く、水の流れも

複雑なため、最終的な水上がりの対応や水量調整の際

には、実際に現場に赴き、人の手で対応することが必

要となっております。また一方で、水量の確認時には、

流雪溝への適切な投雪につきましての指導も行ってお
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り、人の目で確認することにも意義があるものと捉え

ております。安定した流雪溝の管理のためには、十分

な水量の確保が必要不可欠であります。引き続き新た

な水利の確保に努めていくとともに、デジタル技術の

活用についても、活用方法や導入費用、活用可能な財

源など先進事例について、今後調査研究をして行きた

いと考えております。

次に、中小企業者の後継者不足に関する対応のお尋

ねでございますが、対応にお答えを申し上げますが、

後継者不足は、事業の存続を困難にし、地域の商店な

どの小規模事業者の廃業の増加を招く大きな要因とな

っております。その結果、地域における雇用の喪失や

経済活動の縮小を引き起こす恐れがあり、さらには長

年培われてきた技術やノウハウの断絶により、地域産

業の競争力が低下する懸念もございます。

このように、後継者不足の影響は一事業者の問題に

とどまらず、地域経済の持続性や市民生活の安定にま

で広く影響を及ぼす極めて重要な課題であると認識し

ております。全国的に見ても、後継者不足は大きな課

題となっております。中小企業庁によりますと、経営

者の高齢化が進む中で、60歳を超える中小企業・小規

模事業者の経営者は全体の過半数を占めており、60代

の経営者のうち、約４割が後継者未定となっているよ

うであります。さらに、個人事業主におきましては、

は約４割が自らの代で廃業を考えている状況にあり、

このままでは廃業増加による雇用や地域経済への影響

が懸念されることから、国においても事業承継を喫緊

の課題と位置づけているところであります。

山形県におきましては、公益財団法人やまがた産業

支援機構が国の委託を受け、平成27年に「山形県事業

承継・引継ぎ支援センター」を設置し、商工会、金融

機関、労務や法律の専門家とのネットワークを構築し

ながら、県内中小企業・小規模事業者の円滑な事業承

継を支援しております。なお、本市の事業者において

も当センターを活用して支援を受けていると承知して

おります。

また、本市におきましては、第７次総合振興計画に

おいて、「商工業・観光業の振興」の主要な施策とし

て、起業・創業の一貫支援を目標に掲げ、関係機関と

連携して後継者育成の支援について取り組んでおりま

す。商工会において尾花沢市景況調査を実施され、事

業承継に関して聞き取りを行われたところ、「後継者

がいない」「事業譲渡や廃業を検討している」と回答

された事業者が全体の45％にのぼることが明らかにな

りました。加えて、希望する支援として、「事業承継

計画の策定」や「専門家のアドバイス」が上位に挙げ

られておられるようなので、今後、商工会において支

援を希望する事業者に対して個別訪問を行い、事業者

のニーズに沿った具体的な支援について引き続き進め

ていかれるようであります。

ご提案いただきました地域おこし協力隊制度を活用

した事業承継につきましては、全国的には様々な自治

体で取り組まれている事例があるようです。本市にお

きましては、商工会と連携しながら、事業の継続に不

安があるような事業者も含めて、ニーズの把握に努め

るとともに、事業継続に向けた支援方法を検討して行

きたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

ただ今、市長よりご答弁をいただきました。順次、

自席より再質問させていただきます。

流雪溝の水量の管理システム化についてであります

けれども、本地区に入ってくる水は新堰、矢込川、長

根川の３ルートがあるわけでありますけれども、新堰

の水量は、気温に関係なく一定量を見込まれると思い

ます。ただ、矢込川と長根川に関しては、気温が下が

ると、水量も減ることが考えられ、全体的な流量が変

動してしまうというふうに思います。そこで、全体の

流量を把握することが重要であり、実際の流量をしっ

かり計測していく必要があると考えています。計画上

では、３ルートでどれくらいの数量を見込んでいるの

か、お伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

３ルートの流雪用水としての、水量でございます

けれども、まず新堰が毎秒1.7トン、矢込排水路が0.7

トン、長根川につきましては1.2トン、合わせまして

3.6トンということで、水量のほうを見込んでいると

ころであります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

新堰が1.7トン、矢込が0.7トン、長根川が1.2トン

ということで、合わせて3.6トンということでありま

すが、目盛りでの目視で、すぐさまその流量というの

を確認できるものなんでしょうか。建設課長お答えを

お願いします。
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◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

目盛りがすぐ確認できるかということでございます

けれども、新堰と矢込の取水口、あと、長根川のそれ

ぞれの取水口にといいますか、審査地のほうで、水量

確認するポイントに出向いて、目盛りのほうを確認し

ておりますので、それぞれのポイント毎で、適正な水

量が流れているのかどうかは、確認できているという

ふうに考えております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

適正な水量が流れているのかは、確認できていると

いうことでありますけれども、実際、一目盛り違った

場合でも、今度、流量の減が見込まれた場合、流下に

対しての設定というか、分配するところで、かなり変

わってくると思います。その辺に関しても、ちょっと

デジタル化は必要なのではないかなというのも、その

点から含めて、デジタル化について、提案しているわ

けであります。実際ですね、今までの経験上で水量を

管理しているのが実際の状況であってですね、私が提

案しているデジタル計測による管理システム化であり

ますが、それはですね、レーザーによる流量計測、電

波による計測、画像による計測などがあるようでござ

います。答弁では、調査研究していくとのことであり

ましたけれども、どのくらいの時間をかけてするつも

りなのか、お伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

調査研究に、具体的にどの程度の時間がかかるの

かというのは、具体的には、わからないところもござ

いますけれども、現在の村山北部土地改良区で、水量

を監視しているシステムのほうございますので、そち

らのほうのシステムを、まず流用といいますか、参考

にできないか。あとは、その他の自治体で、水量のそ

の監視システムを実際やっているような自治体がある

のかどうか。先進地事例の調査ですとか、あとは、そ

のデジタル技術を導入するにあたりましての、その使

い方、メリットなど、あとは費用対効果なども含めて

調査研究していきたいというふうに考えております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

費用対効果。それもそうなんですけれども、私がで

すね、なぜこんな提案をしますかと言いますと、コン

パクトシティを目指す中でですね、Ｄブロックへの流

雪溝整備や新規宅地造成などを行った場合など、全体

流量の新たなる水確保が必要と予想されます。最終的

には、新堰の水路の入れ替えも視野に入れなくてはな

らない時が来るのではないかというふうに考えていま

すが、その辺はどうお考えでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

まずは、新堰につきましては、先ほども申し上げ

ましたとおり、冬期間の消流雪用水の水利権が1.7ト

ン。あと他に、冬期間の維持管理用水ということで

0.2トンと決まっているところでございます。現在の

水路の冬期間の状況を見ますと、やはり水路の断面の

上限いっぱいの水が流れている状況でございまして、

新たな水の確保、流雪溝の水の確保ということで、現

在の新堰の水路をもっと大きな断面のものに入れ替え

たらどうかということでありますけれども、まずは、

まず水利権、これまで取得してきました水利権の水量

というのが決まっておりますので、まずそちらの水利

権の水量を大幅に変更して取得することの必要性が出

てきます。あとはこれまでの許可水量との整合性の関

係からも、なかなかこう困難を要するのではないかと

いうことが想定されます。あと水路の入れ替えにつき

ましても、かなりの費用とかなりの年月のほうを要す

るものと考えます。本町地区におきましては、新堰の

他に矢込川と長根川のほうの冬期間水のほうを取水し

てございますので、まずはその２つのほうの取水口の

ほうから、今以上に取水することができないか検討し

ていくとともに、今現在使用している限りある水ござ

いますけれども、その水を再利用することができない

か、いわゆるポンプアップなどを使用しながらになり

ますけれども、限りある水を有効的に活用していくこ

とも含めて検討してまいりたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

今、課長からは、長根川と矢込川からもっと取れな

いかと、あとは、水の再利用ということでございまし

た。確かに今、水の流れは、元の川に戻さなくちゃい

けない、原則元の川に戻さなくちゃいけないシステム

になっているんですが、実際は、大石田まで行ってる

幹線もあります。その点は本当に重要な水であります
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から、十分考慮した上で、してもらいたいと思います。

このシステム化の導入にあたっては、社会資本整備総

合交付金や過疎地域持続的発展支援交付金などを使う

ことになると思うんですけれども、ぜひ本市にとって

有効な起債をしてほしいですね、管理システム化導入

に対し、前向きに進めていただきたいというふうに思

いますが、いかがでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

先ほどの答弁と重複する部分になりますけれども、

まず、先進地事例ですとか、導入するにあたってのメ

リットですとか、費用対効果などを調査研究していき

たいというふうに考えまして、その上で、導入するに

当たっての有利な財源のほうの調査といいますか、検

討についても、その上で検討していきたいというふう

に考えております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

先進地事例ということでありますが、私の探した限

りではないです。ですから、これは尾花沢市が一番全

国で初めての事例としてやって、それを逆に全国から

見に来てもらうというのが私の考えであります。でも

あって、私たちの代議士の考えであります。やはり、

やっぱり何でも先進地事例いいんですけれども、まず

自分たちでやっぱり調査してですね、どんなシステム

を使えば、そういうことができるのか、それで、この

路線には、どのくらい水を行ければ大丈夫なのかって

いうのを、一目で分かるような、パソコン上でもう見

れるようなシステムがあったら、誰が担当になっても

分かるんだと思います。それで、ここが少ないんだっ

てなったら、その時に行って、そこに行ってください

って言って、そこで調整する。まあ、そういうシステ

ム、全部こうぐるぐる廻って調整するんじゃなくて、

そういうシステムが、私は将来的には望ましいかなと

いうふうに思った次第です。

市長、その辺どう思いますか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市 長（結 城 裕 君）

本当に、この先進的なですね、お考えっていうか、

どこもやっていないものを、まず尾花沢が、豪雪、三

大豪雪地の１つでやるということは、非常にやっぱり

素晴らしい事業になるんではないのかなというふうに

思います。ぜひですね、実現できるような方向性を目

指して、さまざまな角度で検討していきたい。やはり

デジタル化することで、いわゆる一方で、その省力化

して、なおかつ短時間で結果が出るというようなもの

が、今課題となっていることと照らし合わせながら、

こういうことができるということで、これが解決され

る。これができることで、こういうことが解決される

というようなことで、分かるような内容で進めていけ

れればなというふうに思います。ぜひですね、ただそ

の期限がですね、すぐというわけにはなかなかいかな

いんだろうと思います。ぜひですね、しっかり全国一

になれるようなシステムをですね、考えていければと

いうふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

市長より、今力強い言葉をいただきました。ぜひ全

国で初めてのね、事例となるように、私も研究してま

いりますので、よろしくお願いしたいなというふうに

思います。

次に移ります。地域おこし協力隊による事業継承に

ついてでありますけれども、皆さんも感じていること

と思いますが、近年飲食店が一気に店じまいをしてし

まいまして、少なくなっているところでございます。

コロナ禍で、大変苦労したことと、跡継ぎがいないこ

と、いろんな要因があるとは思いますが、本当に悲し

いなと思うかぎりでございます。ご答弁では、第７次

総合振興計画においても、商工業、観光業の振興の分

野での主要な施策として、起業創業の一貫支援を目標

に掲げ、後継者育成の支援について実施していくとの

ことでありますが、実際、支援とはどのようなことを

実施しているのか、お伺いしたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。後継者育成にかかる支援につ

いてのご質問でございますが、事業承継支援につきま

しては、商工会や県事業、引継ぎ支援センターと連携

しまして、専門家による相談体制を整えております。

また、後継者候補の発掘やマッチング、また税務や法

務等の課題解決に向けた専門的な支援を受けられるよ

う体制を構築しておりますが、こうした取り組みがま

だ十分に周知されていない面もございますので、今後

は、さまざまな機会を通じて、周知を図っていきたい

というふうに考えております。また、創業起業の支援
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といたしましては、商業店舗の活性化補助金による初

期費用の軽減や、空き店舗活用の助成、創業関係の制

度資金貸付けによる保証料補給のほか、商工会と連携

して、起業家を対象としたセミナーや伴走支援などを

実施するなど、新たな担い手が事業を始めやすい環境

づくりを進めているところでございます。今後も、地

域に根差した小規模事業者が安心して事業を継続でき

るよう、事業承継に対する支援と、あとは新規創業へ

の後押し、両面での取り組みを進めながら、商工業の

活性化につなげていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

尾花沢市においては、商業店舗活性化補助金、あと

は空き店舗活用への助成、創業関係の資金貸付けなど

を行っていることは、私も存じております。ただ、こ

うした中で、なかなかこのぐらい店が減ってしまうと、

私たちも考えなくてはいけなくなってしまうところで

ございます。またですね、山形県においては、山形県

事業継承引継ぎ支援センターがあるということであり

まして、本市の事業者においても、当センターを活用

し、支援を受けているとのことであります。実際どの

ような支援を受けているのか、実績をお伺いしたいと

思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

それではお答えいたします。山形県の事業承継引

継ぎ支援センターを活用して、どのような支援を受け

ているかというお尋ねでございますけれども、昨年度

につきましては、当市の事業者からは、７社から相談

を受けているというふうに聞いております。相談内容

につきましては、多くは事業承継の進め方や、必要な

手続き、また相続税などの相談を受けているというふ

うに聞いております。このような相談に対しまして、

専門家による事業承継計画の策定に関するアドバイス

や、株式移転の方法、または税務関係の助言などの支

援を受けているというふうに承知しているところでご

ざいます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

７社が相談を受けていて、やっぱり事業継承の進め

方や、必要な手続き、相続税などの相談であったり、

株式移転の方法、税務関係の助言などであるというこ

とでありました。やはりこう、やっぱり去年だけでも

７社から相談を受けているということは、やっぱり事

業継承っていうのは、まだまだ、本当に考えなくては

いけないんだなというふうに思った次第でおります。

またですね、令和６年度に商工会が実施した景況調査

において、事業継承に関し、後継者がいない事業譲渡

や廃業を検討しているという回答した業者が、全体の

45％に上って、小売業、飲食業において、事業継続が

困難な状況が明らかになったとご答弁をいただいてお

ります。それを受けて、本市では、どういう支援をし

たいと考えているのか、お伺いいたします。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。事業譲渡や廃業を検討してい

る方への支援についてのご質問でございますが、今回、

商工会で実施したアンケート調査において、事業継続

に不安を抱えているような状況が見えてきたわけであ

りますけれども、一方で、事業譲渡や廃業といったこ

とについて、周囲に知られたくないというような声も

聞かれているというようなことで、さまざまな支援を

進めていくにあたっては、慎重に進めていく必要があ

るなというふうに感じているところでございます。そ

のため、本市といたしましては、今回アンケート調査

で見えてきた、希望する支援として上位に挙げられて

おります、事業承継計画の策定や、専門家のアドバイ

スを重視しまして、商工会や県の事業引継ぎ支援セン

ターなどの専門機関と連携した相談体制の充実に取り

組んでいく考えであります。また、商工会のほうでも、

今後個別に聞き取りなども行っていく考えであります

ので、その中で、個々が必要とする具体的な支援につ

いてもお聞きしながら、よりニーズに沿った支援を検

討していきたいというふうに考えております。以上で

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

事業継承計画の策定や、専門家のアドバイス、あと

は県の事業引継ぎ支援センター、専門機関と連携して、

相談体制の充実を取り組んでまいりたいということで

あります。やはり、この結果っていうのは、すごく、

去年のデータですから、すごく重要だなというふうに

思われます。きっと、市の皆さんもこんな結果になっ

て驚いているんじゃないかなというふうに思います。
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そういうことも踏まえてですね、事業継承というのを

調べているうちに、出てきたのが地域おこし協力隊に

よる事業継承分野でした。隣の村山市においても、７

月１日より事業継承コーディネーター、または研修先

の事業を継承して出展する内容の地域おこし協力隊を

募集しています。お菓子屋さんか看板屋さんというこ

とであります。本市の現在、本市で地域おこし協力隊

の募集は、情報発信力強化業務、有害鳥獣対策・ジビ

エ活用業務、企画提案型フリーミッションの３つの内

容での募集であります。事業継承の分野も、実態調査

を進めていただき、募集につなげていただきたいとい

うふうに考えていますが、いかがでしょう。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。事業継続について、実態調査

を行って、協力隊の募集に、つなげてはどうかとのご

質問でございますけれども、まずは、先ほども申し上

げたとおり、商工会のほうと連携しながら、事業継続

に不安を抱えている方々が具体的にどのような支援を

必要としているかというところも把握していきたいと

いうふうに考えております。

その中で、協力隊の活動などについての声が聞か

れれば、定住応援課のほうともお話ししながら検討し

ていきたいというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

星川議員。

◎13番（星 川 薫 議員）

私が知っているだけでも、なかなか後継者がいない

というところは、多々見受けられます。その辺につき

ましても、やっぱり事前から、今のうちから、やっぱ

りこういうことをやっていかないと、どんどん店はな

くなっていってしまうのかなというふうに感じている

ところであります。そしてですね、それによって、廃

業によってですね、地域経済への打撃も懸念されると

ころであります。事業継承についても、本気で取り組

んでいってですね、これが私の考える住み続けたい街

を作るというテーマによってですね、そういう街づく

りのためにもですね、みんなで力を、知恵を出し合っ

てですね、いい街づくりをしていかなければならない

と思っている次第であります。

以上で、一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、星川薫議員の質問を打ち切ります。

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。

休 憩 午前11時36分

再 開 午後１時00分

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

再開いたします。

次に８番 畑中和恵議員の発言を許します。畑中議

員。

〔８番 畑中和恵 議員 登壇〕

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

先の通告にしたがい、９月定例会一般質問をさせて

いただきます。

初めに、第７次尾花沢市総合振興計画の中で、学校

などの空き公共施設の増加を想定し、地域の意向を踏

まえながら、空き公共施設の利活用や適正管理につい

て検討するとございます。現在、本市では、尾花沢市

公共施設等総合管理計画を平成29年に策定し、長期的

な視点での施設の維持管理の基本的な方針を定めてお

りますが、現在の進捗状況を伺います。

次に、尾花沢の未来を開く、いのち輝く人間の育成

を基本目標とした尾花沢市教育大綱の中の基本的方針

として、多様な教育の推進があり、教育の連携を教職

員、支援員の方々に日々ご尽力いただいております。

この尾花沢市教育大綱の令和７年度尾花沢市学校教育

全体構想の中にある、尾花沢こども未来プランにおい

て、不登校対策支援員の配置による適応指導教室スマ

イル・ホームの運営の現状について伺います。

次に、第７次尾花沢市総合振興計画において、総合

的な消防力の充実強化の中に、消防水利の計画的な整

備があります。大規模な地震による火災に備え、耐震

性貯水槽を継続的に設置するとともに、老朽化した消

火栓の更新を図るとあります。これまでも常に更新さ

れてきたと思われますが、現在の耐震性貯水槽と消火

栓の数と場所を伺います。また、市民が安全で安心で

きる地域づくり、防災意識の向上のためにも、分かり

やすい消防水利マップを作成し、市公式ホームページ

や、防災アプリなどで周知してはいかがでしょうか。

以上、質問席からの質問とさせていただきます。よ

ろしくお願い致します。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

畑中議員からは、大きく２つのご質問をいただきま

した。順次お答えをいたします。
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なお、１つ目の質問の中の、スマイル・ホームにつ

いては、教育委員会より答弁いただきます。

また、２つ目の質問の、消防力の充実強化につきま

しては、各担当課長より順次答弁いたさせます。

空き公共施設の利活用や適正な管理の推進につきま

しては、主に役目を終えた学校等の建物の有効活用を

図るものでありますが、公有の建物のほか、不要な土

地などの資産の売却も含めた取り組みであります。国

では、廃校等の空き施設や地方公共団体が所有する空

き家の活用について、民間事業者の創意工夫を最大限

に生かした小規模な官民連携事業により、地域課題の

解決やエリア価値の向上を図るものとしております。

本市の空き公共施設についてでありますが、現在再

活用しているものが10件、未活用が５件となっており

ます。空き公共施設の活用につきましては、空き公共

施設の利活用及び管理に関する検討委員会にて施設が

再利用可能かを話し合い、再利用可能な施設において

は、行政上の利用、地域での利用、民間企業での活用

の順で検討を進め、公募等により、活用を決定してお

ります。それでも活用の見込みがない場合は、建物を

計画的に解体することとしてきており、旧上柳小学校

につきましても、令和８年度中の解体を見込んでおり

ます。

議員からは、空き公共施設の利活用や適正管理につ

いての進捗状況についてお尋ねでありますが、第７次

総合振興計画においては、空き校舎を含めた空き公共

施設については、学校教育とコミュニティ活動という

２つの施策に重複し活用を図るものとしておりますの

で、今後は特にコミュニティ活動のような地域の活性

化に活かされていくものと思っております。

この間、廃校舎等の発生に合わせ、先の検討委員会

で話し合われてきた結果、旧玉野中学校につきまして

は、地区公民館を移設したほか、地域団体の活動拠点

として活用が図られております。また、廃校舎の一部

を地域の交流施設として活用しているところもあり、

地域の意向を充分に踏まえながら、総合振興計画に沿

った有効活用が図られてきているものと認識しており

ます。

空き公共施設の利活用、特に小学校の統合による閉

校後の空き校舎のあり方につきましては、官民連携事

業等も想定しながら、スムーズな取り組みが図られる

よう引き続き努めてまいります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

次に、私からはスマイル・ホームについて、お答え

いたします。

本市の適応指導教室スマイル・ホームは、学校生活

への復帰や将来の社会的自立を促すことを目的に平成

29年度に設立されております。

議員からは、適応指導教室スマイル・ホームの運営

状況についてのお尋ねですが、スマイル・ホームでは

集団生活への適応や基礎学力の補充、畑作体験活動を

通した情操教育や感受性の育成、基本的生活習慣の改

善に向けた相談や支援など、広範囲にわたる取り組み

がおこなわれております。

開設日と開設場所については、原則として毎週火曜

日から金曜日まで、学習情報センター悠美館の２階の

相談室で行っており、時間は午前８時30分から午後３

時30分までとなっております。尚、登校時間等は子ど

もの実態や家庭の状況に合わせ、開設時間内で個別に

対応させていただいているところであります。

利用実績につきましては、今年度４月から７月末ま

でになりますが、市内小・中学校在籍児童生徒数名が

利用しており、利用回数は延べ93回となっております。

以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防長。

◎消防長（折 原 幸 二 君）

私からは、２つ目の質問の１項目目についてお答え

いたします。

第７次総合振興計画の主要施策、総合的な消防力の

充実強化に掲げております、消防水利の計画的な整備

についてのご質問についてお答えいたします。

消防水利につきまして、代表的なものとして消火栓、

防火水槽、プール、池などが挙げられ、火災の際には

主に消火栓、防火水槽を使用し消火活動にあたってお

ります。市内には現在、消火栓525基、防火水槽340基

を設置しております。平成12年度から計画的に整備を

進めておりました耐震性貯水槽につきましては、防火

水槽340基のうち68基となっており、地区別では、尾

花沢地区25基、福原地区17基、宮沢地区７基、玉野地

区４基、常盤地区15基となっております。

次に、消火栓の更新状況でありますが、毎月各地区

消防団が消防水利を点検している他、消防署員が年間

１回以上消火栓、防火水槽を点検し、不具合がみつか

れば随時補修、更新を行っております。また、水道管

の敷設替えに合わせた更新をはじめ、事故による復旧、

新設などを、過去５年間で、尾花沢地区７個所、福原
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地区18個所、宮沢地区２個所、玉野地区５個所、常盤

地区５個所の計37個所で実施しております。以上でご

ざいます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

私からは２つ目の質問の２項目目、消防水利マップ

作製についてお答えいたします。

第７次総合振興計画には、地域防災力の強化として、

地区住民の災害対応能力の向上や、自主防災組織の育

成強化を掲げており、自主防災組織における研修会や

訓練などの活動に対し、自主防災組織向上支援事業費

補助金をご活用いただきながら、伴走支援に取り組ん

でおるところであります。地区の防災マップの作製に

つきましては、自主防災組織の皆さんで、地区内の消

火栓、防火水槽の位置を確認しながら、自分で作製す

ること、こちらが組織の意識醸成、地区民の防災意識

の向上につながるものと考えてございます。今後とも、

各組織において取り組みが図られるよう、さらに支援

してまいりたいと思ってございます。

一方で、現在、消火栓及び防火水槽などの消火設備

の位置につきましては、消防本部において紙台帳によ

り管理しておりますが、この紙台帳を電子化すること

ついては、今年度より運用を開始しております、ＷＥ

Ｂ版ハザードマップに表記することも視野に、今後検

討してまいりたいと思ってございます。以上でござい

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

ご答弁ありがとうございます。それでは、学びの多

様化について再質問させていただきます。

現在は、検討委員会で、空き公共施設の、これから

の管理計画などを話し合われている状況であることを

承知しました。学校が閉校するということで、また、

その地域が衰退するのではないかと不安に思っている

方々もいらっしゃいます。統合小学校の開校に伴って、

閉校する学校の校舎を、今後どのようにしていくのか。

これからも、検討委員会のほうで、しっかりと話し合

っていただきたいと思います。

それでは、現在、空き校舎を利用して、地域の活性

化につながっている施設として、旧玉野中学校のほか

にどこがあるか伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

旧玉野中学校以外の活動についてですけれども、特

に地域のコミュニティの拠点として活用されていると

ころとしましては、旧名木沢小学校における名木沢生

涯スポーツ交流センター、また、鶴子小学校、旧鶴子

小学校の鶴子交流施設があります。また、旧高橋保育

園におきましては、お年寄りの居場所づくりと、地域

の元気づくりということで、おきな茶屋が運営されて

おります。また、旧牛房野小学校につきましては、ほ

たるの里資料館として、２つとも特徴ある活用につい

て図られている状況であります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

特に、旧高橋保育園、お年寄りの居場所として使用

されているということで、とても有効活用されている

んだなということが分かりました。あとは、牛房野、

旧牛房野小学校のほたるの里郷土資料館も、私も以前

行ってまいりましたが、すごく、なんていうんでしょ

う、いろんなものがたくさんあって大変、皆さんに見

てほしいなと思った施設でありました。どちらも市民

の生涯スポーツの拠点であり、生涯学習の場となるよ

う設置されておりました。その地域の皆さんのコミュ

ニティ活動に利用されていることは、大変素晴らしい

と思います。また、コロナ禍を体験してから、この集

まることができる、集まることができる場所があると

いうことは、本当にありがたいことだと思っておりま

す。

それでは、先ほどのご答弁にありました、旧玉野中

学校なんですけれども、６年度に改修されております

が、現在はどのように使用されているのか、伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

私のほうからは、その旧玉野中学校の利活用にかか

る、ちょっと運営の仕方について、ちょっと話しさせ

ていただきたいと思いますけれども、１階部分、今、

行政財産として、社会教育課が所管しております。そ

れ以外の２階、３階につきましては、普通財産として、

財政課が所管としている建物であります。これは学校

という、やっぱり大きい建物を、さらに有効活用して

いく、またはその地域からのニーズに沿って活用して

いく上で、うちのほうでは初めて取り組んだ事例であ

りますので、今現在は、１階を中心とした、玉野地区

公民館としての活用が中心になっているのかなという
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ふうに思っております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

承知しました。それでは、普通財産の部分というの

は、どのように利用されているか伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。旧玉野中学校の２階、３階部分

についてですけれども、利用するためには、消防施設

を備えないといけないというようなことで、昨年度、

繰り越し事業で、消防設備の設置工事というものを行

ったところでございます。

利用状況でございますが、何件か利用に関する相談

は承っておりますが、残念ながら、利用実績までには

結びついておりません。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

それでは、１階部分の行政財産の部分で、玉野公

民館さんが入っていると思うんですけれども、そちら

放課後児童クラブのほうも入っていると思うんですけ

れども、そこは福祉課さんの担当になるっていうこと

でよろしいですか。その１階の部分。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

旧玉野中学校につきまして、１階部分につきまして

は、まず大きく玉野地区公民館が使用しております。

旧職員室部分を事務室としまして、調理室、また大会

議室、小会議室、トイレの部分までは、こちら玉野地

区公民館として利用しているところでございます。ま

た、多目的教室につきましては、その放課後児童クラ

ブが設置されているということで、こちらにつきまし

ては、福祉課が担当しているというところでございま

す。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

旧玉野中学校の利用状況というものを、確認させ

ていただきました。

それでは、次に、２項目目の適応指導教室スマイ

ル・ホームの運営の現状について、再質問させていた

だきます。

こちら、適応指導教室スマイル・ホームの開設日と

いうのは、原則として、火曜日から金曜日でよろしか

ったでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

お答えします。開設日ですけれども、これまで図書

館の１階に開設しておりましたことで、図書館の休館

日の月曜日に合わせて、火曜日から金曜日というふう

に設定しておりましたが、昨年度から、児童・生徒の

現状に合わせて、かつその実態に応じて、不登校対策

専門員と相談支援員が、月曜日も対応、一人ひとりの

そのニーズに応じて対応しているというふうなことで

ございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

どのホームページを見てもですね、尾花沢市もで

すけど、県のホームページを見ても、この適応指導教

室、また教育支援センターの尾花沢の部分では、開設

日が、火曜日から金曜日となっておりました。なので、

せっかく月曜日も、昨年度から先生方頑張って開所し

ている時があるのであれば、こちらホームページなど

もしっかりと直していただいて、現場の方の頑張りを

皆さんに見ていただきたいなと思います。こちらのほ

う、しっかり訂正、要綱などもお願いします。またで

すね、開設場所、悠美館２階の相談室とのことですけ

れども、この適応指導教室というものを開設するにあ

たり、国や県などの基準、また尾花沢市などの基準あ

れば教えていただきたいです。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

国の基準といいますか、指針になりますけれども、

平成29年の３月に、文部科学省が出した義務教育の段

階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に

関する基本方針がございます。そこでは、教育支援セ

ンター、いわゆる本市における適応指導教室、その設

置促進や、多様な教育機会を提供している民間団体と

の連携、あるいは、家庭にいる不登校児童、生徒に対

する訪問支援などに関する事項が示されております。

本市でも、その指針に基づきまして、多様で複雑な要

因、背景を持つ児童生徒に対して、効果的な支援を実

施しているところであります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）
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畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

指針に基づいているということで、承知しました。

また、この時間と場所を個別に、生徒ごとに変えてい

るとのことですけれども、この悠美館以外での、もし

活動場所があるのであれば、教えてください。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

お答えします。児童生徒や保護者の意思を尊重しな

がら、やはりあの一室だけの活動ということでは十分

ではないということで、体験活動等も取り入れながら、

学習の幅を広げております。まあ、具体的には、近く

の畑をお借りしまして、そちらで農業体験や、あるい

は収穫した野菜等を使って、共同福祉施設などでの調

理実習等を行っております。あるいは中学校にリソー

スルームという、適応指導教室の別室といいますか、

中学校ではあるんですけれども、そちらのほうにも、

支援員を派遣しまして、指導のほうを行っています。

他には、いろいろ、今年度ですけれども、市内の消防

署のほうを訪問して見学したり、そのような施設見学

等も、実態に合わせて行っております。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

悠美館以外の場所で、共同福祉施設なども、また

中学校なども使用しているということですけれども、

この共同福祉施設を使用したい時っていうのは、事前

にどなたが借りに行かれるのでしょうか。予約という

か。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

こちら事務局のほうで、その申請のほうおこなって

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

いろんな活動をされているということで、承知し

ました。ですが、私のほうからは、この適応指導教室

の開設場所は、この悠美館の中にある、また２階であ

る。私もちょっと拝見させていただきましたけれども、

一室そんなに広くはないお部屋でございました。こち

ら、悠美館が適応指導教室の場所ということで、開所

日や、また活動の内容など、制限されているように思

われるのですけれども、先ほども出ました、義務教育

の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保

等に関する法律の中でも、児童生徒の多様で適切な教

育機会の確保が大きな柱となっております。また、令

和５年３月には、誰１人取り残されない学びの保障に

向けた不登校対策も策定されております。また、あわ

せまして、山形県が令和７年に発行しました不登校児

童生徒の支援ハンドブックにも、教育支援センター、

適応指導教室なんですけれども、支援として、生活指

導、軽スポーツ活動なども記載されております。何回

も言うのもあれですけれども、あの悠美館の一室って

いうところは、とてもなんとなく、私には閉塞感を感

じたところなんですけれども、現在の悠美館の中で、

これらの対応が、特に軽スポーツなど、多種多様な、

またそういう経験の場というのを提供するのが対応が

可能でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育指導室長。

◎教育指導室長（齊 藤 公 良 君）

お答えします。どのような支援が、そのお子さんに

とって、どのような支援が必要かを判断するのは、そ

の児童生徒の、現状、心のエネルギーといいますか、

その状態を見極める必要があると思います。休養が優

先となる場合とか、あと家庭学習を支援しなくちゃい

けないとか、その時々にあった支援を、児童生徒のペ

ースに合わせて行っている状況であります。議員のほ

うからお話ありましたけれども、やっぱりそういう体

力的な活動の場っていうのも、実際に体育館等も借用

して、軽い運動、バドミントンなども実際行っており

ますが、やはり今後はその環境面で、やっぱりより良

いこの体制とか、そういう環境を整えなければならな

いなというふうなことは考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

ありがとうございます。あの不登校児の子どもを

抱える保護者の方々からもですね、この場所が欲しい

というご意見ございました。不登校児童生徒の支援だ

けでなく、また保護者への支援も必要としております。

まずは、不登校児童生徒が同じように学べる環境、体

験できる環境と、また保護者も利用しやすい環境を整

備していただきたいなと私は思っております。また、

先ほど質問させていただきました、旧玉野中学校でご

ざいますが、現在、空いてるところがあるのであれば、

スマイル・ホームの場所の１つとして、例えば、実験
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的にでも使わせていただくことは可能でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

財政課長。

◎財政課長（菅 野 智 也 君）

お答えいたします。今現在、旧玉野中学校の２階・

３階部分については、行政側の使用がないということ

で、普通財産としての管理となっているわけですが、

行政側としての利用目的があるということであれば、

そのスペースであったり、そのフロアを行政財産とし

て定めて使用することは可能だというふうに考えてお

ります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

使うこともできるということでよろしいでしょう

か。はい、ありがとうございます。

それではまた、次の質問に移りまして、悠美館の

中での、このスマイル・ホームという場所は、先ほど、

指導室長にもたくさんいろんな教育を行っているとい

う、個別最適な学びにおいては、大変満たしていると

私も思いました。ですが、この共同的な学びという部

分ではいかがでしょうか、教育長。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

今、議員が指摘されました共同的な学びについてで

すが、やはり、このスマイル・ホームにつきましては、

最終的には学校に帰っていただく。そして、集団の中

でも学んでいただくというふうなことを目指しており

ます。今現在では、個別最適な学びは実現されていた

としても、共同的な学びについては不十分であるとい

うふうに考えております。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

第７次山形県教育振興計画の中でも、この画一的

な学びから、個別最適な学びへの変化を認識し、共同

的な学びとの一体的な充実とございます。令和５年に

開校しました、宮城県白石市の学びの多様化学校、白

石希望学園と、令和７年４月に開校しました、上山き

らり学園に、近隣市町村議員と有志で視察に行ってま

いりました。その際に、ものすごく心に残ったお話を

聞いてきたんですけれども、不登校になったとしても、

学びの環境を整えていかなければならない。どんな子

どもでも教育を受ける権利があるといったお話でした。

本市でも、先生が足りない中、働き方改革もあり、現

場の先生方も大変な思いをなさっております。不登校

児童生徒、保護者の方にも、先生方にも、もっと寄り

添って支援していただきたいという思いから、今回こ

の質問をさせていただきました。

教育長、私はぜひこの白石希望学園、上山きらり

学園視察、見に行ったことがあるのかどうか分かりま

せんが、見に行ったことございますでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

教育長。

◎教育長（村 松 真 君）

白石の学園については、まだ見ておりませんが、上

山市の学園については拝見させてもらっております。

大変あの、市で１カ所で、総合的な取り組みをなされ

ているということで、大変感心して帰ってまいりまし

た。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

上山きらり学園のほうはですね、宮城県の白石希

望学園さんのほうに感銘を受けて、すごくなんか何回

も通って指導していただいて、上山きらり学園を建て

ましたっていうお話だったので、ぜひ白石希望学園の

ほうも見に行っていただけたらなと思います。その中

で、まず来ている子どもたちの表情、また教えている

先生方の表情も、ものすごく明るかったので、ぜひ、

ご参考までに行っていただきたいなと思っております。

それでは、次に、２番の消防力の充実強化につい

て再質問させていただきます。

消火栓の数など、ありがとうございます。この消

火栓の更新の基準など定まっているのであれば、教え

てください。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えします。現在、消防本部において明確な更新

基準というものは定めてはございません。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

明確な更新の基準というものはないということを

承知しました。

毎月、消防団員の方が、地区内の消防水利を点検

してくださり、毎年しっかりと消防署員の方が点検を

行ってくださり、現在は、老朽化が心配されている、
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不具合が生じているなどの消火栓はないということで、

よろしいでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。今現在、老朽化が著しいものや、

不具合が発見されたという連絡などはございませんの

で、確認はございません。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

安心いたしました。ありがとうございます。耐震

性貯水槽なんですけれども、平成12年度から計画的に

整備されていると、先ほどのご答弁にございました。

消火栓と他の貯水槽の更新の計画などは、これからあ

るのか伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。消火栓につきましては、水道管

の布設替えに合わせ、毎年数カ所で実施することを基

本としております。また、防火水槽につきましては、

新規要望がなければ、水利の基準を満たしていない小

さなものから更新できればというふうに計画している

ところであります。以上であります。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

計画はないということを承知しました。それでは、

逆に、これから、例えばなんですけれども、地域から

の要望があった際には、消火栓を新設することは可能

でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。消火栓は、民地をお借りして設

置することが多く、地域から要望があった場合には、

地域の方の協力を得て、設置場所も確保していただい

た上でありましたら、すぐに新設することというのも

可能になってくると思われます。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

要望があれば、新設が可能であるということを承

知しました。ありがとうございます。

今回、質問するにあたりまして、議長の許可を得

まして、タブレットのほうに、若葉町町内会で作成し

ました消防水利マップを掲載しております。こうやっ

てみると、私自身も知らなかったんですけれども、消

火栓のない空白地域があることを確認できました。そ

こで、市内全域においても、この消防水利マップを作

成して、いつでもどこでも誰でも確認できるように、

ホームページや防災アプリに掲載してはどうかとご提

案させていただきました。新町中央の火災の際に、他

の地域からも消防団員さんが駆けつけてくださったと

聞いております。その際に、地域住民の方々が、消火

栓の場所などを教えたのだというお話もございました。

先ほどのご答弁にありました、消火栓や、防火水槽な

どの消火設備の位置を確認できる、この紙台帳という

ものの活用は、どのように扱われているのか伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。水利の台帳につきましては、消

防本部において、消火栓、防火水槽ともに１機ずつ個

別に個表を作成しております。消火栓につきましては、

設置場所、設置年月日、水道管の口径、それから水道

の圧力、そして修繕状況、防火水槽につきましては、

設置場所、設置年月日の他に、土地所有者、工事施工

者、防火水槽の形状、それから近隣消火栓からの距離、

修繕状況などを記載して管理しておりまして、主に警

防業務で使用しているところであります。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

詳しくありがとうございます。例えばなんですけ

れども、この紙台帳というものを、それぞれの地域の

方や、自主防災組織の方々から要望があれば、出して

もらうということは可能でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

消防本部総務課長。

◎消防本部総務課長（加 藤 優 君）

お答えいたします。ご要望があれば、紙ベースでは

ありますけれども、お渡しすることは可能であります。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

確かに、自主防災組織の皆さん、合わせて地区の

消防団員さんと、紙台帳を元にですね、確認しながら、
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マップを自ら作成していく、歩いて作成していくとい

うことは、組織内の意識醸成に大切なことであると思

います。自主防災組織の活動内容の中にも、地域内に

おける消防水利の確認とございますし、まだ防災意識

の向上につながるとも思われます。しかしながら、全

国的にこの消防団員も、負担の重さから減少傾向にご

ざいます。また、自主防災組織も、高齢化や人員不足

で、もしかしたら、このマップ作りというものができ

ない地域が出てくるのではないかと考えられます。そ

うならないように、紙台帳の電子化をまずお願いした

いと思います。また、電子化することで、変更があっ

た際も、迅速に対処が可能です。そこから、それぞれ

の地域で、子どももご年配の方も分かりやすい防災マ

ップ、消防水利マップを作成することもできます。タ

ブレット内をご覧いただいて掲載しております、カラ

ー版の消防水利マップなんですけれども、防災危機管

理課長いかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

防災危機管理課長。

◎防災危機管理課長（間 宮 康 介 君）

とても見やすくて分かりやすく、非常にいいものと

拝見させてもらいました。今、議員からあったとおり、

消防団あと自主防災組織などの人員不足というのは、

顕著でございます。ですので、これを補完するよいも

のと認識しました。このような取り組み、各自主防災

組織でも、これから出前講座ですとか、各補助制度な

どを活用してですね、できるような後押しをさせてい

ただきたいと思います。またＷＥＢ版につきましても、

先ほど答弁したとおり、ＷＥＢ版のハザードマップに

掲載できるようなことが可能かどうかも含めて、検討

してまいります。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

前向きなご答弁、ありがとうございます。最後に、

市長、市長のお宅も、このマップに入っております。

市内全域に、この分かりやすいカラーの消防水利マッ

プあったらいいなと思われませんか。いかがでしょう

か。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

掲載していただいてありがとうございます。それぞ

れ使い道っていうのはいろいろあろうかと思いますけ

ど、やはり、消防のほうは消防の任務として、出動す

る際の目安っていうか、そういうものとして使ってお

られる。また、住民の方々は、それぞれ自分が避難す

る際、もしくは何かあった時に、こういうものがそれ

ぞれどこに何があるかというのを把握しておくという

意味においても、非常に有益なものだろうと思います。

今後そういうことで、今、行政のほうで持っているも

のが、またそれぞれ地域の防災の組織のほうで活用し

ていただけるようなことを、しっかりですね、連携を

取りながら進めていければ、良いものになっていくの

かなというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

畑中議員。

◎８番（畑 中 和 恵 議員）

前向きなご答弁と受け取って、ありがとうござい

ました。

最後に、今年に入ってから、家屋が全焼するよう

な大きな火事が発生しております。火災に遭われた皆

様に、お見舞いを申し上げるとともに、日頃から、本

市の防災にご尽力いただいている皆様に感謝を申し上

げます。

以上で、私からの一般質問を終わります。ご答弁

ありがとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、畑中和恵議員の質問を打ち切ります。

次に４番 土屋範晃議員の発言を許します。土屋議

員。

〔４番 土屋範晃 議員 登壇〕

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

それでは、先の通告にしたがいまして、令和７年９

月定例会の一般質問をいたします。

今回は、第７次尾花沢市総合振興計画における銀山

温泉、徳良湖、市内商店街等の周遊ルートの確立のた

めに、市内中心部と徳良湖への誘客促進に関する２つ

の項目について質問いたします。

はじめに、市内中心部への誘客についてであります。

第７次尾花沢市総合振興計画において、銀山温泉、徳

良湖、市内商店街や道の駅などと連携した周遊ルート

を確立することが示されております。現在、多くの観

光客を受け入れしている銀山温泉、マスタープランに

沿って整備が進められている徳良湖に加えて、周遊ル

ートを確立するためには、市内中心部への誘客の取り

組みが欠かせないものと考えます。そこで、以下の３

点について伺います。

１点目、市内の中心部へ誘客を促す取り組みの実施

状況について伺います。
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２点目、市内中心部の来訪者が利用可能な休憩場所

の状況について伺います。

３点目、市内中心部の来訪者が利用可能な駐車場の

状況について伺います。

次に、徳良湖の桜のライトアップについてでありま

す。

市内周遊ルートの確立の方法として、徳良湖エリア

においては、年間を通じて、市内外の人々が訪れる水

辺空間の魅力づくりを進めることが示されております。

現在は、キャンプのほか、春は花見、夏はヨットやス

ポーツ、秋はそば祭りや芋煮会、冬はスノーランドと

いったように、まさに年間を通じて徳良湖を楽しんで

いただくことが可能となっています。今後、さらなる

魅力づくりを進める上では、四季のほか、時間帯に着

目することも有効ではないかと考えています。今年度、

芝生広場が完成することで、来訪者が湖面近くまで歩

いていくことや、シートを敷いて休むことも可能にな

ります。芝生広場は、湖面に近い遊歩道と隣接してお

り、遊歩道の桜並木は、マスタープランの作成に際し

て開催されたワークショップにおいて、徳良湖の魅力

の１つに挙げられております。そこで、遊歩道の桜並

木について、夜間ライトアップすることを提案します。

桜の開花時期に、遊歩道の桜をライトアップすること

で、日中のほか、夜間も桜を眺めることができるよう

になり、日中、仕事をしているなどで訪れることがで

きなかった人たちの新たな誘客を促すことが可能とな

ります。また、完成する芝生広場が機能し、来訪者が

湖辺の近くまで歩きながら、あるいは腰掛けながら桜

を見ることができ、夜間の桜のビューポイントとして、

徳良湖が新たな観光資源を持つことができるようにな

ります。花笠おどりの発祥の地、そして夜も美しい桜

を眺める名所として、徳良湖を売り込むことができ、

銀山温泉、市内中心部を結ぶ周遊ルートの確立のほか、

夜間の誘客拡大、さらにキャンプ場や花笠の湯、SOLA

などの既存施設の利用拡大にもつながります。徳良湖

の桜の開花時期に、夜間のライトアップをしてはいか

がか伺います。

また、現在想定されている四季や、時間帯別におけ

る芝生広場の活用予定について伺います。

以上、質問席からの質問とし、答弁を受けて、自席

より再質問をさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

〔市長 結城 裕 君 登壇〕

◎市 長（結 城 裕 君）

はじめに、市内中心部への誘客についてお答えを申

し上げます。

本市の第７次総合振興計画では、政策の柱１「産業

振興」において、銀山温泉や徳良湖、市内商店街など

と連携した周遊ルートの確立を目指すものとしており、

昨年度には、第１次尾花沢市持続可能な観光計画を策

定して、基本戦略のひとつに「プラスONE観光の推

進」を掲げ、観光資源同士を組み合わせたモデルコー

スなどの提案を通じて、宿泊や消費拡大につながる仕

組みの構築を目指すこととしております。

１つ目の、市内中心部への誘客を促す取り組みにつ

いてでありますが、昨年度、一般社団法人尾花沢市観

光物産協会が主体となり、やまがた広域観光協議会の

支援を受けながら、松尾芭蕉に焦点を当てた「街なか

散策の新たなモデルコース」の造成を行っております。

コースの造成にあたっては、松尾芭蕉や鈴木清風に関

する研修会などを開催し、観光客をもてなす観光ガイ

ドの育成を図るとともに、商店街の皆さまからも来訪

者の受入れにご協力をいただきながら取り組んできた

ようであります。その後、２月に開催いたしましたモ

ニターツアーには20名ほどの申し込みがあり、養泉寺

や芭蕉、清風歴史資料館のほか、商店街にも立ち寄ら

れるなど、参加者からは「芭蕉や尾花沢のことを深く

知ることができた」との声を頂戴しているようであり

ます。

今後も引き続き、周遊ルートの確立や滞在時間の延

長に取り組んでいくとのことでありますので、市とし

てもこうした取組みを後押ししてまいりたいと考えて

おります。

また、今後、パレットスクエアの跡地活用等のまち

づくり検討会を立ち上げる予定としており、商工会や

商店街協同組合の皆様方にもご参画いただくことを考

えておりますので、市内中心部への誘客についても、

検討会の中で関係団体の皆様方と協議してまいります。

２つ目の、市内中心部の来訪者が利用可能な休憩場

所についてでありますが、現在、中心市街地で立ち寄

り休憩が可能な場所としては、市役所や活性化センタ

ー等の公共施設のほか、芭蕉、清風歴史資料館や尾花

沢市観光物産協会がございます。また、商店街の商店

前にはベンチが設置されており、中心商店街全体とし

て来訪者のおもてなしに努められているところであり

ます。

また、先ほど申し上げましたモニターツアーでは、

商店街に立ち寄って、買い物や休憩をしていただいた

とのことでありますので、さらに多くの店舗に立ち寄
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っていただけるような仕掛けづくりを、商工会や商店

街協同組合と観光物産協会が連携され取り組めるよう

支援するとともに、資料館のような公共施設について

も休憩場所としてサービスの提供ができないか検討し

てまいりたいと考えております。

３つ目の、市内中心部の来訪者が利用可能な駐車場

の状況についてでありますが、市では中町地内に尾花

沢市中央駐車場を整備しており、多くの方にご利用い

ただいているものと認識しております。また、芭蕉、

清風歴史資料館に隣接する駐車場についても、拝観に

合わせ周辺散策用に活用されているようであり、現状

においては十分充足しているものと捉えております。

なお、冬期間につきましては、降雪状況により利用

が制限される場合もございますので、除排雪体制の充

実を図りながら駐車スペースの確保に努めてまいりま

す。

次に、徳良湖の桜のライトアップについてお答えを

いたします。

約７万人という大勢の人々の力により大正10年に完

成した徳良湖は、この100年の間、本市の基幹産業で

ある農業を支えてまいりました。そして、現在では、

清らかな湖面と豊かで静かな松林、遊歩道の桜並木、

周辺の穏やかな丘陵地などの美しい景色を求めて県内

外から人々が集う「憩いの場」となっております。第

７次総合振興計画では、重点プロジェクトの１番目に

「ふるさと一番！定住促進プロジェクト」を掲げ、プ

ロジェクトの柱である「暮らしやすさの創造」につな

がる施策として「徳良湖の魅力創出」を推進すること

としております。周遊ルートの確立を目指す上では、

まずは徳良湖周辺の魅力を高めることが不可欠である

ことから、徳良湖が市内外の多くの方々から愛され、

これまで以上に親しまれるような癒しや賑わいの空間

になるよう、整備していかなければならないと考えて

おります。

はじめに、桜の開花時期にライトアップをしてはど

うかとのご提案でありますが、例えば、徳良湖まつり

の開催前に桜のライトアップを実施することで、まつ

りへの誘客を図ったり、芝生広場周辺のイベントに合

わせて桜をライトアップすることで、夜桜鑑賞の方々

を芝生広場に誘導することなどが考えられます。ただ、

桜の見頃の時期は大変短いため、桜のライトアップに

こだわることなく、他市町村の実施例なども参考にし

ながら、さまざまな企画についての検討を進めてまい

ります。

次に、四季や時間帯別などの芝生広場の活用予定に

関するご質問についてでありますが、市報７月号でお

知らせいたしましたとおり、現在、芝の養生が完了し

た第１期造成区域を広く開放しており、愛犬の散歩や

グループでのピクニックなど、訪れる方々の自由な発

想で思い思いに過ごしていただいております。芝生広

場の造成区域は、徳良湖周辺整備マスタープランにお

いて「やすらぎ交流ゾーン」に位置づけられているた

め、憩いの場と観光拠点の両立を図っていく必要があ

りますので、議員ご提案の、四季や時間帯に着目した

魅力づくりは、それを実現する上で大変重要な視点で

あると捉えております。

現在、冬期間は徳良湖スノーランドとして活用して

いるところでありますが、造成工事が今年度完了する

予定となっておりますので、健康増進イベント、マル

シェ、星空鑑賞会などの幅広い分野で、季節や時間帯

に応じた多様な活用が可能になっていくものと考えて

おります。市内民間事業者の方々では、現在、秋の行

楽シーズンに合わせて多彩な企画を練っておられると

聞いておりますので、こうした取り組みを後押ししな

がら、憩いの場と観光拠点の両立を目指してまいりま

す。

四季折々にさまざまな表情を見せる徳良湖の魅力を

さらに高めていくためには、既存のイベントと連携し

た取り組みや、芝生広場の活用と連動させるような取

り組みが有効であると考えておりますので、関係者の

皆様と連携を深めながら、引き続き徳良湖周辺の魅力

づくりに取り組んでまいります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

それでは、市長からご答弁いただいたことを受けま

して、自席より再質問をさせていただきます。

はじめに、市内中心部への誘客についてであります。

ただ今、市長からは、観光物産協会が取り組んだ、街

中散策の新たなモデルコースの造成の取り組みの紹介

や、今後そうした取り組みを後押ししていきたいとい

う考えをお示しいただきました。人を呼び込むために

は、２つの要素が必要であると考えます。

１つ目の要素は、来る理由です。地元の商店や飲食

イベントや、体験プログラムなどが訪れるきっかけや

楽しみになります。本市の中心部においては、飲食店

のほか、さまざまな商店、芭蕉、清風歴史資料館、神

社などがあり、そのような要素は備わっていると考え

ております。
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２つ目の要素として、迎え入れる体制が整備されて

いることです。駐車場や休憩スペース、トイレが確保

されており、それらの分かりやすい案内があることで、

訪れた方が、街歩きを安心して長く楽しむことができ

ます。来る理由があり、迎え入れる体制が整備されて

いることが揃って、はじめて市内中心部に行ってみた

いと感じ、実際に訪れてみて、また来たいと感じてい

ただくことができるものと考えております。そこで、

まずは、受け入れる体制の整備に関することについて

伺います。

現在、利用可能な休憩場所については、市役所や活

性化センター、芭蕉、清風歴史資料館、観光物産協会、

それから商店に設けられたベンチなどを挙げて答弁さ

れておりました。それらの休憩場所について、平日、

休日における利用可能な時間帯、季節や天候による状

況を数量等などを教えていただければと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

それではお答えいたします。現在、利用可能な休憩

場所であったり、その利用の時間帯及び数量について

のご質問でございますけれども、休憩場所につきまし

ては、先ほど市長のほうからもご答弁あったとおり、

市役所あと中心商店街活性化センター、芭蕉、清風歴

史資料館あと市の観光物産協会、また各商店というよ

うなことでございます。それで市役所につきましては、

バスの利用時間に合わせて、平日、土日ともにバスの

時間に合わせて、早朝から夕方までの利用が可能とな

っております。また、活性化センターにつきましては、

基本的には平日になりますが、９時から18時までの利

用が可能となっているところでございます。芭蕉、清

風歴史資料館につきましては、資料館の開館時間に合

わせて、見学していただくことで、資料館の中で、休

憩スペースを利用することが可能でありますけれども、

また、外にベンチなどもありまして、そちらも利用が

可能となっております。ベンチにつきましては、４月

から11月ごろまでの利用可能な時期となっておりまし

て、また、資料館については、毎週水曜日と年末年始

が休館となっておりますけれども、それ以外について

は利用可能だということで、開館時間については、９

時から16時30分となっているようであります。また、

11月から２月については、開館時間が、９時半から4

時半になるというようなことを聞いております。市の

観光物産協会につきましては、土日、平日ともに、利

用は可能でございまして、基本的には９時から18時と

なっております。その他、各商店においても、現状、

５・６店舗において、ベンチなどを設置されている状

況がございます。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知しました。賑わいを創出するためには、そ

の場所に人をとどめ置くことが必要であります。街歩

きの沿線上に、ベンチやトイレを備えた飲食や、横に

なることも可能な休憩場所などを設けることは、来訪

者の滞留拠点となり、滞在時間を長くすることや、休

憩後の活動時間、活動範囲の拡大に寄与するものであ

ると考えております。実際に、今年の尾花沢花笠まつ

りにおきましては、そうした対応が取られたことによ

って、たくさんの方が沿道に立ち並び、あるいは腰掛

けて、踊りを眺めたことで、大変な賑わいを見せたも

のと実感しております。まさに、市内中心部に来る理

由があり、迎え入れる体制が整備されていることが揃

ったことで、その賑わいが実現したと感じております。

今、ご答弁いただいた普段利用可能な休憩場所につき

ましては、一部平日のみの利用ですとか、商店の外で

あればそう座われるかと思うんですが、例えば、飲食

店などに立ち寄るとした場合は、飲食を伴うですとか、

時間帯や心理的な部分を含めまして、利用の自由度に

制約があるものと考えております。人をとどめ置き、

一層賑わいを生み出すために、迎え入れる体制を一層

整備していくことが必要ではないかと考えるところで

す。街歩きの沿線上に、ベンチなどの滞留拠点を新た

に設けることや、商店街、近隣の空き家を市で購入す

るなどして、誰でも自由に利用可能な休憩場所を設置

してはいかがでしょうか。伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。ベンチの設置であったり、誰で

も自由に利用できる休憩場所の設置についてのご質問

でございますが、ベンチについては、先ほど申し上げ

ました資料館の前のベンチをはじめ、商店街の中にも、

自主的にベンチを設置されている店舗も見られます。

そうした自由に利用できるベンチの設置などについて

は、各店舗への呼びかけなど、商店なり協同組合のほ

うとも、ご相談しながら検討していきたいというふう

に考えております。また、空き家を購入しての休憩場

所の設置については、まずは、現在利用されている場

所を、有効に使っていきたいというふうに考えており
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ますけれども、市内商店街には各店舗がございますの

で、商業の振興の視点で考えますと、無料の休憩場所

の設置というよりは、中心部に来られた方に、各店舗

を紹介して、買い物や飲食と合わせて、休憩場所とし

て利用していただくというようなことも、商店、各店

舗の売り上げ向上につながるものでありますので、そ

ういった取り組みも考えていきたいというふうに思っ

ております。空き家を購入しての休憩場所の施設につ

いては、やっぱり購入費や維持管理などの費用的な負

担もありますし、どのように運営していくかというよ

うなことで、課題もございますので、観光物産協会や

商店街協同組合のほうとも、その必要性について、い

ろいろ意見などもお聞きしながら検討させていただき

たいというふうに考えております。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知しました。各店舗で自主的にこうベンチなどを

置いて取り組まれている、そういった取り組みを後押

しできるような支援のほか、さらなる環境整備として、

例えば、商店で、いろんな店から買ってきたものを購

入して食べることができる場所や、寝転んで休むこと。

それから、あの子どもを伴って、市に訪れていただい

た方が、例えば、着替えをしたりですとか、そういっ

たことができる場所があれば、一層いい環境になるか

なと思っておりますので、ぜひ、新たな休憩場所の確

保についても、今後検討を進めていただければと思い

ます。市長答弁の中では、芭蕉、清風歴史資料館の活

用の検討について触れておられました。休憩場所とい

う視点でとらえた場合に、現在の資料館の状況が、ど

のようになっているか教えていただきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

社会教育課長。

◎社会教育課長（塩 原 和 成 君）

資料館におきます休憩所としてとらえた場合という

ところでございます。現在、芭蕉、清風歴史資料館に

つきましては、ご観覧いただいた際に、中のほうで、

お茶等飲んでいただけるような、一息ついていただけ

るようなところを設けているところでございます。ま

た、この尾花沢まつりの最後でしたけれども、今、酷

暑の状況でございまして、外回りしていらっしゃる方

におかれまして、どうしても体調悪かったりした場合

につきましても、クーリングシェルターとしての役割

としても果たしているところでございます。またです

ね、資料館につきましては、一度ご観覧いただきます

と、再度ですね入場、再入場のほうが可能となってお

りますので、また、この町の中の名所をめぐっていた

だく際には、資料館を一度ご見学いただいた上で、街

歩きの基地としてご利用いただくということも可能と

考えているところでございます。以上でございます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知しました。資料館につきましては、トイレ

も備わっており、商店街付近の街歩きをする上で、大

変良い立地であると思っております。今ご答弁いただ

いたことで、お恥ずかしながら、再入場が可能という

ことを初めて知ったところでした。これからホームペ

ージへの掲載や、街歩きのマップですとか、資料館入

り口への見やすい表示など、ぜひ、わかりやすいご案

内をしていただき、周知と利用拡大を図っていただき

たいと思います。このたび、休憩場所の質問をするき

っかけとなったのが、８月に金山町に行った際に、尾

花沢市に必要なものはこれだと感じたことでした。下

調べなしで行ったのですが、大堰公園町並み交流広場、

八幡神社、八幡公園、蔵史館、交流サロンぽすと、マ

ルコの蔵といった、休憩可能な場所が中心部に点在し

ており、休憩を挟んで買い物をしたり、水路の鯉を眺

めたり、お土産に地酒を購入したりと、約７時間の街

歩きをして帰ってきました。休憩場所の入り口には、

利用可能な時間帯のほか、ご自由にお休みくださいと

表示されていたことで、ここを使って休んでいいと、

一目で分かることができました。休憩場所の中には、

写真の展示ですとか、芸術作品の展示がされている施

設もありました。また流し台があり、畳敷きの部屋で

寝転んで休むことができる施設などがあり、快適に過

ごすことができました。こうした受入れ環境整備の背

景として、1983年に、全町公園化構想というものが策

定され、遊歩道の整備や既存施設を交流場所へ転用、

空き家を町が買い取って、休憩場所や公園などに整備

されたようです。

先に述べたとおり、尾花沢市には、飲食店のほか、

さまざまな商店、芭蕉、清風歴史資料館、神社などが

あり、来る理由としては、必要な資源は備わっている

と考えております。市内中心部へ誘客を図るために、

ぜひ新たな休憩場所の設置について検討を進めていた

だき、迎え入れる体制を一層強化していただきたいと

思います。

次に、駐車場に関することについて伺います。

現在、利用可能な駐車場の現状については、尾花沢
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市中央駐車場や芭蕉、清風歴史資料館の駐車場につい

て、ご答弁がありました。このほか、市役所なども利

用できそうな駐車場が考えられますが、それらの平日、

休日における利用可能な時間帯や、季節や天候による

状況、数量等について教えていただきたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。駐車場につきましては、先ほど、

市長の答弁にもあったとおり、市の中央駐車場と、資

料館について、施設の利用と合わせて利用することが

可能だというふうに考えております。台数につきまし

ては、中央駐車場につきましては67台の駐車台数とな

っておりまして、資料館につきましては、10数台の駐

車が可能であるというふうに聞いております。利用時

間については、特に制限はございません。また市役所

につきましても、庁舎西側の駐車場について、通常、

各課の公用車と職員の車両駐車しておりますけれども、

それ以外にも、30台程度駐車できるスペースがありま

すので、商店街に比較的近い場所として利用していた

だくことは可能だというふうに考えております。こち

らも、利用時間について特に制限はございません。冬

期間については、各駐車場について、降雪により、駐

車スペースに制限がされてしまいますので、除雪体制

については、しっかりとこう対応しながら、駐車スペ

ースの確保に努めていきたいというふうに考えており

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知しました。冬期間については、利用の制限が出

てくるものの、それ以外の期間の容量、駐車台数、駐

車可能な台数については、市長の答弁にもございまし

たとおり、充足していると思います。車を駐める上で

気にかけることとしましては、この場所に駐めていい

んだろうかと思うところです。今後は、それらの駐車

場が利用できるということを、来訪者に伝える取り組

みを進めていただきたいと思います。

尾花沢市に訪れる方にとって、過ごしやすい環境を

整備するためには、先の休憩所のほか、車による来訪

者への対応や、歩行空間の整備も必要であると考えま

す。このたび取得した旧パレットスクエア跡地につい

て、一部を無料駐車場として開放することや、清治医

院側へ通り抜けできるようにすることで、車による本

市へのアクセスや、歩行空間の機能向上に寄与すると

考えます。車を駐めることができる場所が、市内中心

部に点在しているということは、強みになるかと思い

ます。購入した旧パレットスクエア跡地について、整

備計画が定まるまでの当面の期間、一部を無料駐車場

や通り抜けを可能とするなどして、開放してはいかが

でしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

旧パレットスクエアの跡地については、６月の定例

会のほうで、土地購入費を予算化しまして、その後売

買契約を経て、７月16日に所有権移転登記のほうを完

了したところであります。土地を含む空き家の有効活

用についてですけども、これまでは、使われなくなっ

た公共施設を対象としておったわけですけれども、今

回のケースについては、市で購入した土地を当面の間、

活用するというような、レアケースでありますので、

少しあの考え方を整理させてもらいました。その中で、

例えば、国では、行政財産の空きスペースを有効に活

用した、例えば、地域貢献など、その用途または目的

を妨げない場合は、使用許可制度を用いて、許可して

いるというふうな形になっていました。議員からは、

旧パレットスクエアの跡地について、清治医院側へ取

り抜けできるようにして、また無料駐車場としての開

放というふうな形でのお尋ねでありますけれども、公

用または公益事業の用に供するまでの間は、必要に応

じて、第７次総合振興計画における空き公共施設の扱

いと同様に、地域の意向を踏まえながら活用すること

に供することが可能な場所だというふうな形で判断さ

せてもらったところであります。ただし、市でするの

か、その地域で行うのかは、どちらにしても、この跡

地については、将来の工事を見据えて、平らに砕石を

敷いた、敷き詰めただけであって、いわゆる現況復旧

を行ったものでありますので、今のまま開放すること

は、困難な状況にあるというふうになっていることだ

けは、ご承知おき願いたいと思います。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

単純に開放することは困難であるということで、ご

回答いただきました。すぐに駐車場として開放するこ

とは難しいとのことですが、例えば、あまり予算をか

けずに、草刈りなどもしなくて済むように、例えば、

鉄板を敷いたり、簡易な切削材を使用するなどして、

一部の区間に限って歩行者の通り抜けを可能にしては
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いただけないかと思っておりますが、いかがでしょう

か。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

建設課長。

◎建設課長（鈴 木 敏 君）

旧パレットスクエアの跡地の中を通らせていただき

たいということでございますけれども、まずはパレッ

トスクエア跡地内の砂利の状況ですとか、まあ仮に切

削材を用いて、転圧をかけるにしても、その砂利の大

きさにもよりますので、まずは、あとはもうその地域

の意向といいますか、ニーズもどの程度あるのかも踏

まえながら、切削材で対応することが可能なのかどう

かも含めて、検討のほうをさせていただきたいと思い

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

ぜひご検討していただきたいと思います。街歩きに

関しましては、観光物産協会が、現代版芭蕉十泊のま

ち、尾花沢てくてくマップというものを作成しており

ます。市長答弁にもありましたとおり、市内中心部の

誘客を図るために、こうした取り組みの後押しをして

いただきたいと思います。

さまざまな後押しの方法があるかと思いますが、市

でも、尾花沢市自体の認知度を高めるためのＷＥＢ広

告を打つことですとか、何時にどの店が開いていると

か、そういったものを、お店を紹介するＷＥＢコンテ

ンツなど、そういったものの作成に取り組んではいか

がかと思いますが、お考えを教えていただきたいと思

います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

お答えいたします。先ほどの市長の答弁にもござい

ましたとおり、昨年度、観光物産協会のほうで、いろ

いろと松尾芭蕉に焦点を当てたツアーを開催して、そ

の際、このてくてくマップについても活用しながら、

街中の散策を行ったというふうに聞いております。今

後も、この体験ツアーについては、実施していくとい

うようなことで聞いておりますので、そういった取り

組みについて後押ししていきたいというふうに考えて

おります。また、各店舗の紹介については、観光物産

協会や商店街協同組合のホームページでも紹介してお

りますが、今回観光物産協会において、観光庁の補助

事業を活用して、ホームページのリニューアルを計画

しているところで聞いております。こういった形で、

充実のほうを図っていければというふうに考えている

ところでございます。さらに、各店舗のお勧めや、利

用時間などの情報なども含め、その情報発信の方法に

ついては、各団体とも、一緒に考えながら取り組んで

いきたいというふうに考えております。また街歩きの

モデルプランについては、観光協会のほうでも、新た

な街歩きのモデルプランについて検討されているとい

うようなことを聞いておりますので、こうした取り組

みを後押ししながら、新たなモデルプランの作成につ

いても取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

さまざまな方法で、そうした支援を行っていただけ

ればと思います。昨年度の若葉町における、市長と語

る会だったか、商店街に賑わいを取り戻したいという

市長の思いを伺ったことを記憶しております。私もそ

の考えに賛同しております。現状、尾花沢市が持って

いる街歩きのポテンシャルを考えると、それは十分実

現可能であると考えております。今後、新たな駐車場

や休憩場所、歩行空間の整備などを行っていただき、

魅力的な街歩きの確立をしていただきたいと思います

が、ぜひ市長の思いを伺いたいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

私はかねがねですね、やっぱり街づくり、今の状態

では、尾花沢市が、なかなかこう元気になっていかな

いということで、街づくりをしっかりしていかないと

いけないんだろうと。人も減ってきて、この尾花沢全

体をですね、眺めたときに、どういう街づくりが大事

なんだろうというようなことで、進めているところで

あるわけです。その中で、ちょうど先ほど、パレット

スクエアのお話が出ました。私は常々、やっぱり町の

中心部ですね、パレットスクエアから旧13号、商店街、

そして北町までというのは、このちょうど、いわゆる

背骨の部分ですね、そこのやはり賑わいが必要でしょ

うと。まあちょっと古い話になる、我々が小さい頃、

やはりそこの商店街を中心とした街の中心部は、非常

に人も大勢の方々がこう行き交う中心部として、非常

に賑わいのある街だったというようなことからすれば、

やっぱりそういうふうになるのが、この街の活性化に、

まず一番大事な部分ではないのかなというようなこと
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で、私が常々、そういうふうに申し上げております。

一方で、そのパレットスクエアのほうは、予定通りと

いうか、だいたい方向性としてなんとか取得させても

らったというようなことで、じゃあここからまずどう

いうふうな、その街づくりの拠点の一部としてですね、

どういうものにしていくかということについては、も

うかねてから、地域の方々からたくさん私にも耳に届

いています。それは、今までも議会の中でお話しさせ

ていただいたとおりの内容でありますが、購入して更

地になったところを、どういうふうに、その暫定期間

として、どういうふうに使うかということは、特段考

えているところではなかったんですが、早急にあそこ

をしっかりしたものにしようという考えで進んでいる

ところではあるんで、そこは改めてですね、どういう

ふうにして、当面使っていただこうと。その中で、や

はり私の耳にもやっぱり、あの建物がある時から、な

んとか通っていけないんだろうかと。清治医院のほう

にかかっておられる患者さんからすれば、わざわざ遠

くから廻っていくのは非常に大変だというようなこと

から、常々、私にもそういう要望は聞こえてました。

そういう意味からすると、なんとか通っていければ、

通っていただきたいと、駐車場については、ちょっと

また観点が違っててですね、そこはなかなか、実はそ

の簡単にというにはいかないんだろうと思うんです。

費用的なものも含めてですね。まずは、歩行者として

通っていただくような方法ということで、ちょっと今

考えているところです。一方で、その先ほど申し上げ

た、課長のほうから申し上げたとおり、その砂利が敷

いてあるところをどうぞと言って、バタバタとこう怪

我でもされたんでは、病院へ行かれる方々が、またさ

らに病院へなんていうことでは困りますので、そこを

なんとか整地して、きちんともし我々として、そこを

通行していただくとすれば、きちんとした形で通行で

きるような方法をこれから考えていきたい。それと、

冬場の除雪も含めて、どういうふうにしていくかとい

うことを考えていきたいというふうに思います。

一方で、本題のほうですね、街づくりというのは、

私は必ずしも、もちろん観光客の誘客のため、観光ル

ートというのは、古くて新しい課題、昔からまあ言わ

れていて、なかなか実現しないということで、これは

非常に大事なことです。そのために整備をする、それ

も大事なんですが、私が常々街づくりを中心街からや

っていくというのは、我々市民の方々のためにやるこ

とというとらえ方をして、私が申し上げているんです。

やはり、先ほど申し上げたとおり、市の中心部が賑わ

いを持つことで、山間部に住まわれている方々も含め

て、やっぱり中心街で買い物をしていただいたり、何

かあれば中心街に来てもらう。そういうやっぱり場所

を設定していかないと、やっぱり街の賑わいが取れな

いんではないか。山間部に住んでおられる方々は、そ

れぞれ今、それぞれの地域で、伝統のあるものを中心

に、賑わいを少しずつ取り戻してこられています。あ

とはやはり、中心街に来ていただいて、さまざまな買

い物をしていただいたり、さまざまな交流をしていた

だく。そういう場所を作っていきたいということで、

なんとかそのためには、商店街の皆さんと、いろいろ

お話をさせていただく。それには、先ほどの別の質問

の中でもあったように、我々が独自に直接その商店街

の方々とお話しすることも可能ではあるんでしょうけ

ど、商工会さん、商店街組合さん、そういう本業を同

じようにされている方々がお話しされながら、一緒に

なって作っていくということが、僕は大事なんだと思

います。したがって今、皆さん、その商工会さんと商

店街組合さんとも含めて、先ほど申し上げたとおり、

街づくり検討委員会みたいなところで、一緒になって

街づくりをしていきたい。それが観光誘客にもつなが

るし、この街の活性化、それにもつながっていくとい

うふうに思っております。ぜひ、それを進めていきた

いと思いますので、お力添えをお願いしたいというふ

うに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

率直で、熱いお気持ちを伺えたと思います。ぜひそ

の思い実現できるように、私も力を尽くしたいと思っ

ております。

次に、徳良湖の桜のライトアップについてでありま

す。市長からは、徳良湖の魅力創出を推進し、徳良湖

がこれまで以上に親しまれるような、癒やしや賑わい

の空間になるよう整備していかなければならないとい

うお考えでご答弁をいただきました。また、ご提案さ

せていただいた桜のライトアップにつきましても、徳

良湖まつりや芝生広場と関連づけた実施のアイデアを

お示しいただき、大変喜ばしく思っております。徳良

湖の湖畔の桜の開花は、ちょうど徳良湖まつりが開催

される時期に重なる上、桜並木の遊歩道には、新たに

整備される芝生広場が隣接していることから、相性抜

群の立地に加えて、完成した芝生広場を市内外の方に

お披露目するにも最適の組み合わせであると思ってい

るところです。夜間のライトアップが実施された際に
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は、わずかな開花の期間中、日中お仕事で桜を眺める

ことができなかった方々が、お花見をするに最適な環

境を提供することができると思っています。まさに、

徳良湖の資源を生かした新たな魅力の創造であり、た

くさんの方がレジャーシートを携えて、芝生広場で寝

転び、語らいながら、ライトアップされた桜を楽しん

でいただきたいと思うところです。これから、来年度

の予算編成の時期に差しかかるかと思います。結城市

長の就任以来、ふるさと納税も好調に推移されており

ますので、ぜひ、徳良湖まつりと合わせての実施や、

完成する芝生広場を活用した企画の１つとして、来年

度の実施に向けたご検討と、予算編成を実施していた

だきたいと思います。

まず１つ目の再質問として、徳良湖の遊歩道の桜並

木の管理に関して伺います。現在の桜の管理状況と、

今後の保全管理の予定は、どのようになっているかに

ついて伺います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

徳良湖の芝生広場のエリアの遊歩道の桜並木の件で、

ちょっと話しさせていただければ、芝生広場から見え

る範囲に、だいたい樹木は20本ぐらいありまして、そ

の20本の大半がソメイヨシノになっています。そのソ

メイヨシノについては、病害虫に大変こう弱くて、だ

いたいその寿命が60年から80年というふうに言われて

おります。徳良湖にあるソメヨシノについても、すで

に80年は過ぎているだろうというふうに言われている

ものが、その芝生広場のちょうど下側にある、湖面側

にあるソメヨシノでもあります。ただあの今年度も予

算をしっかり取りながら剪定作業をしております。こ

れは、弘前城などを見ますと、樹齢が100年を超えて

いるようなソメイヨシノもまだまだあるということで、

樹木医さんのほうにも話したところ、その手厚く愛情

を持って育てることが、そのさらにこう長く育ててい

くことにもなるということで、おっしゃっておりまし

たので、やっぱり毎年その剪定を中心としながら、手

をかけながら、少しでも長く、市民の方に喜んでもら

えるように、今後とも管理していく考えであります。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知しました。徳良湖の遊歩道の桜につきましては、

今後も管理を行っていくことを確認させていただきま

した。現在、桜並木のある遊歩道につきましては、一

部歩道が隆起している部分があるかと思います。芝生

広場を整備されることによって、広場の利用とともに、

隣接する遊歩道を歩く方も増えてくるのではないかと

考えます。傾斜のある芝生広場を、子どもたちが駆け

回り、隆起した遊歩道でつまずいた場合、怪我をする

ことや、湖面がとても近いことから、落下したりして

しまうことが危惧されます。来訪者が歩きやすいよう

にし、事故や怪我の発生を防ぐために改善や何らかの

対策を取ってはいかがでしょうか。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

商工観光課長。

◎商工観光課長（坂 木 良 一 君）

遊歩道のほうの隆起の改善についてのご質問でござ

いますけれども、徳良湖の遊歩道について、桜の木の

根が原因と思われますが、隆起している箇所がござい

ます。まず注意して歩いていただく必要がありますの

で、気をつけていただくよう注意喚起の看板のほうを

設置して対応しているところでございます。改修につ

いては、徳良湖周辺整備マスタープランの中でも、サ

イクリングロードの隆起、凹凸の改良というようなこ

とで、令和８年度からの長期事業の中で、計画されて

おりますけれども、現在未実施の事業であったり、議

会のほうからもいろいろとご要望いただいている改修

などもございますので、改めて、内部のほうでも、ど

のように進めていくか検討した上で、優先順位をつけ

ながら、順次進めていきたいというふうに考えており

ます。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

総合政策課長。

◎総合政策課長（永 沢 晃 君）

原因が桜の根っこということで、これも樹木医さん

のほうにも確認させてもらいますと、木が酸欠を起こ

しておって、酸素を少しでも多く取り込もうとして、

根っこが隆起してしまうということで、これをまたあ

の土の中に埋めても、そういうふうなものになってし

まうということで、ちょっと今すぐ観光課のほうでも、

現場のほうインターロッキングを外して、もう一回、

ちょっとなるべく平らにするかというところを、一旦

やった箇所があるんですけれども、なかなかそれだけ

では、また同じような現象が起きるということも分か

っていますので、少しこれについても時間をいただく

ような形で、なんとかの樹勢が強くなれば、そうには

ならないだろうというふうな答えもあったものですか

ら、なるべく樹勢を強くして、根っこが上がらないよ
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うなものにならないかなというふうに思ってますけれ

ども、自然が相手ですので、大変難しいかと思います

けれども、検討させていただければと思っています。

以上です。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

答弁承知しました。実施の難しさが伴うことという

ことで、承知したところです。今後、完成する芝生広

場を安全に利用していただくために、応急処置的な対

応も含めて、何らかの対策を講じていただければと思

います。

答弁にもありましたように、大正10年に完成した徳

良湖は築堤から100年を超えております。そうした100

年という歴史を背景に、その先ほど総合政策課長から

ご答弁あったように、桜の木の寿命に着目すると、ソ

メイヨシノであれば、60年から80年ほどということで

あるようであります。老朽化した部分の枝打ちなどの

管理を続けていった場合でも、現存するものが恒久的

にそこに残るものではないと承知するところです。冒

頭で申し上げましたとおり、徳良湖湖畔の桜並木は、

徳良湖の持つ魅力の１つとして挙げられているもので

あります。この桜並木について、今後どのような展望

をお持ちであるのか、こちらも市長の考えをお伺いし

たいと思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

市長。

◎市長（結 城 裕 君）

桜につきましては、本当にこの日本人の心のふるさ

とじゃないんですけれども、桜が開花する前の時期、

ちょうど雪が解けて、この辺だと少し暖かくなりつつ

あるかなというころには、やっぱり早く桜が咲かない

かなと期待をするような、これはもうまさに日本全国、

日本人の心の中では皆さん同じだと思うんですね。そ

ういう意味では、本当に桜が咲くと、気持ちも一新し

てですね、本当に、さあ頑張ろうという気持ちになる

のは私だけじゃないんだろうと思います。そういう意

味では、本当にやっぱり桜をこれからも大事にしてい

きたいし、徳良湖が桜の名所の１つになっているとい

うような意味でも、しっかりこれから残していかなけ

ればいけないんだろうなと。一方ですね、桜、先ほど

課長のほうからも答弁あったようにですね、桜はやっ

ぱりある程度の年数経つと、根っこが本当に強くてで

すね、根っこが強いという表現が正しいのかどうか分

かんないんですけど、道路をこうなんていうんですか、

もう曲げるぐらいの、もう凸凹になるぐらいの力がも

う出てきて、多分市内の市道の中でも何カ所か、私の

家の前でも、歩道の道路、それぞれもう本当に凸凹に

なっているところがあります。やっぱり、それはもう

桜の宿命みたいなもので、長い期間を経つとどうして

もそういうふうになってしまうというようなことだろ

うと思います。ですので、やっぱり、桜を植える場所

なんかも、やっぱり考えながらやっていかないといけ

ないのかもしれません。そういう意味で、徳良湖にお

いても、かなりもう樹齢の経ったものについては、や

はりこれからも、そういうふうに地面が凸凹になると

ころは増えてくるかと思います。でも、一方で、あれ

だけの花が咲くまでに、やっぱり植樹していっても、

なかなかそう簡単にはならないということからすると、

できるだけ今のものを残しつつ、新たに植樹できると

ころを少しずつ増やしながら、例えば、芝生広場であ

れば、湖面に近いところに、ある程度の間隔を持って

植樹していくというようなことも必要だろうと思いま

すので、今後検討していきたい。合わせてですね、今、

丹生ですか、千本桜だったんですかね、植えるという

ことで、どんどん今植樹されているようです。そうい

う活動もですね、後押ししながら、市内でいろんな地

域が桜の名所になってくれるようにですね、市民の

方々の力もお借りしながら、たくさん桜で満開になる

ように進めていきたいというふうに思います。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

土屋議員。

◎４番（土 屋 範 晃 議員）

承知しました。これまでの風景を守りながら、新た

に整備した芝生広場の活用も視野に入れながら、徳良

湖の湖畔と桜並木を守っていただきたいと思います。

徳良湖の魅力創出や、周遊ルートの確立に向けて、さ

まざまなアイデアを取り入れ、そして工夫を凝らし、

さらなる誘客に取り組んでいただきますようお願いを

申し上げて、令和７年９月定例会の一般質問とさせて

いただきます。ご答弁ありがとうございました。

◎議 長（菅 野 修 一 議員）

以上で、土屋範晃議員の質問を打ち切ります。

本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました。

散 会 午後２時38分
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